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平成３０年度宍粟市予算決算常任委員会（決算委員会）会議録（第３日目） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日  時  平成３０年９月２０日（木曜日） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

場  所  宍粟市役所議場 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開  議  ９月２０日 午前９時００分 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

付託議案 

（建設部） 

  第 88号議案 平成29年度宍粟市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第 94号議案 平成29年度宍粟市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

         て  

  第 95号議案 平成29年度宍粟市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

         について 

  第 96号議案 平成29年度宍粟市水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

（健康福祉部） 

  第 88号議案 平成29年度宍粟市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  第 89号議案 平成29年度宍粟市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

         について 

  第 90号議案 平成29年度宍粟市国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算の認 

         定について 

  第 92号議案 平成29年度宍粟市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

         いて 

  第 93号議案 平成29年度宍粟市訪問看護事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

         いて 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（８名） 

    委  員 長   田 中 一  郎    副委員長  浅 田 雅 昭  

    委   員   津 田 晃  伸    委  員  東   豊 俊  

      〃    今 井 和  夫      〃    神 吉 正 男  

      〃    飯 田 吉  則      〃    西 本   諭  
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席説明員 

（建設部） 

  部 長 花 井 一  郎   次 長 寺 田 美喜也 

  次 長 太 中 豊  和   次長兼地域建設課長 井 口 靖  規  

  建 設 課 長 谷 口 宗  男   次長兼土地対策課長 椴 木   隆  

  土地対策課副課長 谷 口 浩  二   土地対策課副課長兼用地係長 中 田 博  康  

  都 市 整 備 課 長 田 中 藤  夫   都市整備課副課長兼建築係長 小 坂 崇  雄  

  上 下 水 道 課 長 坂 井 高  誉   上下水道課副課長兼下水道係長 山 本 孝  幸  

  水道管理課副課長兼管理係長 小 池 信  仁   水 道 管 理 課 主 査 大 谷 広  宜  

  地域建設課副課長（一宮担当） 田 路 賀  之   地域建設課副課長（波賀担当） 石 原 佐  市  

  地域建設課副課長（千種担当） 春 名 良  信  

（健康福祉部） 

  健 康 福 祉 部 長 世 良   智   次 長 大 谷 奈雅子 

  次長兼障害福祉課長 田 中 祥  一   次長兼社会福祉課長 橋 本   徹  

  介 護 福 祉 課 長 小 椋 憲  樹   保 健 福 祉 課 長 平 尾 真  弓  

  一宮保健福祉課長 前 田 徳  之   波賀保健福祉課長 藤 井 康  明  

  千種保健福祉課長 大 砂 正  則   波賀診療所事務長 牛 谷 宗  明  

  千種診療所事務長 樽 本 美稚子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局 

  局 長 宮 﨑 一  也   次長兼議会事務局課長 小 谷 愼  一  

  係 長 岸 元 秀  高   主 幹 小 椋 沙  織  
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     （午前 ９時００分 開議） 

○田中委員長 おはようございます。 

  浅田委員から、本日の午前中、欠席する旨の届けが出ております。受理いたしま

した。御理解のほど、お願いいたします。 

  決算委員会第３日目の審査をよろしくお願いいたします。 

  建設部の説明に入る前に、説明職員の方にお願いします。 

  説明職員の説明及び答弁は、自席着席にてお願いいたします。 

  また、説明職員が説明及び答弁するかが委員長席からわかりづらい場合がありま

すので、説明職員は挙手をし、「委員長」と発言して、委員長の許可を得て発言し

てください。 

  また、事務局よりマイクの操作を行いますので、赤いランプが点灯した後、発言

をお願いします。 

  それでは、建設部に関係する審査を始めます。 

  資料については、あらかじめ目を通していただいておりますので、必要な部分に

ついてのみ簡略に説明をお願いします。どうかよろしくお願いします。 

  花井部長。 

○花井建設部長 それでは、連日の審査、御苦労さまでございます。きょうは建設部

ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず最初に、最近、大変暑かった夏もやっと終わりまして、何度か襲来する台風

も一段落し、大変過ごしやすい季節となりました。ただ、７月豪雨からはや２カ月

がたっておりますが、応急復旧は進んではおりますが、本復旧については、やっと

測量であったり設計が終わりまして、現在、10月の災害査定に向けて準備をしてい

る状態でございます。 

  これから査定が始まりまして、そこで数量が確定できますと、一日も早い復旧に

向けての工事発注をするわけでございますが、まだまだ復旧までの道のりは遠く御

不便をおかけすると思いますが、職員は懸命に頑張っておりますので、いましばら

く時間をいただきたいと思います。 

  それでは、平成29年度の建設部の事業概要について、ごく簡単ではございますが、

御説明いたします。 

  建設部では、道路・河川・橋梁、また住宅や公園、そして上下水といった住環境

整備の施設と、それから長寿命化などを中心に取り組んでまいっております。 

  事業内容といたしましては、「新しいものを創る」から「今あるものを守る」と
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いうことで重点を置き、取り組んでおります。 

  主な内容といたしましては、建設課では、継続して整備しております道路改良事

業、それから橋梁舗装等の長寿命化事業、また維持修繕事業等々を実施いたしまし

た。 

  都市計画課では、中山台団地の建てかえ、最上山等の公園整備事業を実施いたし

ております。 

  また、土地対策課のほうでは、地籍調査事業、また未登記処理、道路改良等に伴

います用地買収や物件補償等を行ってまいりました。 

  上下水道課では、下水道につきましては、市内42処理区、529基のマンホールポ

ンプ等の維持管理を実施いたしております。 

  上水道におきましては、水道の複数化を目指しました上水道水源確保事業、それ

から老朽化いたしました設備の更新など、災害に強いインフラ整備に取り組んでお

ります。 

  最後に、水道管理課では、通常の管理業務のほかに、滞納額の解消ということに

力を入れてまいっております。 

  以上、簡単ですが、詳細につきましては、この後、御質問を受ける中で各担当よ

りお答えいたしますので、本日はよろしくお願いしたいと思います。 

○田中委員長 建設部の説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑通告が提出されておりますので、通告がある委員から、順次、質疑を行って

ください。 

  西本委員。 

○西本委員 おはようございます。きょうは、１日よろしくお願いいたします。 

  私のほうから質疑させていただきますのは、85ページ下段の道路新設改良事業、

このことについて質疑をさせていただきます。 

  通告も出していますけれども、予算に対して１億3,300万円の未執行額がござい

ます。繰り越し9,600万円ということが書いてはございますけれども、この辺の状

況を御説明いただきたいと思います。 

○田中委員長 椴木次長。 

○椴木次長兼土地対策課長 ただいま質疑のありました件について、お答えさせても

らいます。 

  成果説明書の85ページの下段にありますとおり、先ほど言われましたとおり、平
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成29年度の最終予算、４億7,776万 6,000円に対して決算が３億4,444万9,000円で、

この差し引きが未執行額となり、１億3,000万円からの未執行額が出ております。

このうち、先ほど言われましたとおり、右下のほうに記載があるんですけれども、

9,600万円については、翌年度に繰り越しており、その差額が3,731万 7,000円にな

りますけれども、この分が不用額ということになっております。 

  この繰越額の9,600万円の内訳につきましては、工事請負費が9,390万円というこ

とで次年度に繰り越しておると、それに伴う電柱の移転の補償ということで210万

円、合わせて9,600万円が次年度に繰り越しされております。 

  残りの不用額につきまして、3,700万円の内訳ですけれども、これにつきまして

は、建設部の出させてもらっております資料の22ページにも記載があるんですけれ

ども、簡単に説明しますと、測量や登記業務の委託料ということで、これに伴う事

業費の確定によるものや入札の差金によるものが、合わせて1,036万円あります。

それと、今度、工事請負費の入札差金や事業費の確定ということによるものが

1,100万円、それと公有財産の購入費と用地取得の縮小や用地交渉が不調になりま

して、年度末までに執行できなかったということで不用になっておるものが1,263

万円ございます。 

  それで、一番下なんですけれども、物件移転補償、先ほどの用地交渉の不調に伴

うもんなんですけれども、物件移転の補償費についても321万円という不用額が発

生して、合わせて3,700万円の不用額となっております。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 道路改良ということで、危険箇所とかいっぱいあるとは思うんですけれ

ども、それが先送りになっているというところは特にないですよね。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 失礼します。結果的に繰越工事を行った関係で、予算としては平成

30年度に繰り越して継続して事業をしておる関係で、特に路線がなくなったとかと

いうところはございません。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 それでは、同じところなんですが、道路新設改良事業のところですけれど

も、今、西本委員からの質疑があって、答弁もありましたとおりですけれども、そ

れはそれとしていいと思うんですけれども、結果的に市道においては順調に推進が

なされていると、こういうふうには捉えておりますけれども、直接予算執行にはつ
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ながらないんですが、県道に関して、これに関しても、85ページの下段にあります

ように、幅員の狭小箇所ですね、こういうところが県道においてもあるわけなんで

すが、平成29年度、幅員狭小箇所等の改善を県に強く働きかけることはできたのか、

そしてできたんであれば、その成果ですね、またできなかったんであれば、なぜで

きなかったのか、その辺を平成29年度の推進事業としてお聞きをしたいと思います。  

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 県道に関して、幅員狭小箇所等の改善を働きかけることができたか

ということでございますが、県道等の拡幅要望は、西播磨市町長会等により県に対

し要望を行っております。また、改良促進協議会が設置されているものにつきまし

ては、その団体より総会等において要望活動がなされております。 

  当然、地元等から要望があれば、県土木事務所に、その都度、市から要望も行っ

ております。年度当初に県土木宍粟事業所と建設部により事業調整会議が行われ、

当該年度の工事の発注予定などの打ち合わせがございます。ここにおいても、過年

度からの要望がある路線等について、市から再要望等を行っております。 

  県からなんですが、県道の改良に関しましては、やはり社会基盤整備プログラム

に掲載されることが大前提になっており、まずプログラムに上げていただくよう県

土木事務所に要望していくことが必要と考えます。 

  以上です。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 必要と考えているわけなんですが、さっきお聞きしたように、結果として、

平成29年度、どういう結果が残せたのかということを聞いたわけなんですが。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 県道、いわゆる国道429号、県管理も含めまして、平成29年度に要

望書が提出されたものは、全部で12件ございます。そのうち５件が道路の拡幅の要

望でございます。それにつきましては、即というのはあれなんで、平成30年度以降、

何とかお願いしますということでは要望活動は行っておりますが、実際にはまだで

きておりません。 

  以上です。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 私も担当委員会におりますので、また平成30年度のことに関しては委員会

で聞くことにしますけれども、見込みとしては、可能性はあるというふうに解釈し

てよろしいですか。平成29年度に要望した結果がどうだったのか、可能性としては
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いい状態なのか、あくまでもこれは平成29年度のことなんで、今からのことはちょ

っと難しいかもわかりませんけれども、平成29年度としては目いっぱいの仕事がで

きたのかということだけをお聞きして終わりたいと思います。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 市としましては、県に対しまして完璧にはできているとは思ってお

りませんが、一生懸命担当課としては要望を行っております。そして、今年度、社

会基盤整備プログラムが見直されるということで、間もなく恐らく公表されると思

います。その中で、その路線が今後の計画に入っているかどうかがわかると思いま

す。また、委員会等で何か動きがあれば報告させていただきます。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 その関連ですけれども、先ほどもありました繰り越し9,600万円、これ

が最大は工事請負費の繰り越しということなんですけれども、それに伴う用地買収

の不調ということも先ほど上げられておったと思うんですけれども、それが一定原

因でこの工事が繰り越しになっているのか、その辺のところをお伺いしたいんです

けれども。 

○田中委員長 椴木次長。 

○椴木次長兼土地対策課長 先ほど説明しました、この繰越金の道路新設改良部分の

9,600万円につきましては、繰り越しになった大きな要因としまして、委員が今言

われましたとおり、用地交渉等に時間を要しまして、なかなか話が進まない中、粘

り強く協議をした結果、年度末というか、年度の後ろのほうになりまして交渉がで

きて、契約ができたという部分に関して繰り越ししておる部分がほとんどでありま

す。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 当然、道路新設をするとなると、用地というものは必要になってくると

いうことで、計画段階からの用地の交渉という部分について、かなり労力が必要や

と思うんですけれども、できるだけ計画が滞らないように、順調にいくようには、

やはり用地交渉というのは本当に大切やと思うんで、その辺のところ、前もって順

調に行ける方法というのをもっと考えていただきまして、工事がおくれないように、

できるだけ用地の交渉に支障を来さない状況をつくっていくということを心がけて

いただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。 

○田中委員長 椴木次長。 
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○椴木次長兼土地対策課長 委員がおっしゃられるとおりで、用地交渉につきまして

は、まずそこの事業の説明ということを地元説明から始めまして、事業の概略、そ

れと事業範囲の説明をさせていただいた中で、個々の土地の所有者等に用地交渉に

入っていきます。 

  その中で、当然、快く御理解していただける方もありますけれども、いろいろ昔

からのことがあったりしてですね、なかなか難しいということがあるんですけれど

も、その辺は職員が粘り強く事業の必要性とかを説明する中で進めていきたいとい

うふうに思っておりますし、これからも主要な道路事業があります。そこで、用地

交渉の不調によって事業が進まないということは起こしてはならないというふうに

考えておりますので、これからも粘り強く交渉を続けていきたいというふうに考え

ております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 相手さんがあることなので、なかなか難しいと思うんですけれども、そ

の必要性なり、そういうことも必要なんですけれども、相手さんの生活環境、事情

というものもきっちり把握した上で、落としどころという言い方も失礼かもしれん

のですけれども、その辺のところをきっちり周りからつかんでいくということも大

切だと思うんで、その辺のところの研究もよろしくお願いしたいと思います。いか

がでしょうか。 

○田中委員長 椴木次長。 

○椴木次長兼土地対策課長 言われたとおりだと理解しております。 

  確かに、感情的にもつれる場合が非常に多くございまして、その最初の入り口で

つまずきますと、なかなか次の一歩が進めないというようなことが過去にもありま

すので、今言われたとおり、もう粘り強くということと、相手のことを十分よく理

解して、一方的にこちらから事業が必要なんやというような説明ではなしに、向こ

うの言っていることも十分理解しながら交渉を進めていきたいというふうに思って

おります。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 同じところで質疑を出させていただいております。そこには、どのよう

な基準で快適性や利便性の向上を判断しているのかというところを事前に出させて

いただいております。まず、そこの答弁をお願いします。 

○田中委員長 谷口課長。 
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○谷口建設課長 失礼します。どのような基準で快適性や利便性の向上を判断してい

るのかについてでございますが、道路改良計画につきましては、原則、道路の構造

等の基準となる道路構造令に基づき改良計画を行っております。道路幅員等も、こ

の道路構造令をもとに決めております。 

  例えばでございますが、現道３メートルの道において対向車があれば、一部、道

路幅が広い部分等でどちらかの車両が退避する必要がありますが、道路改良により、

道路構造令に基づき幅員が４メートルないし５メートルになれば、一般の乗用車程

度であればすれ違うことも可能となり、快適性や利便性が向上したと判断できると

思います。 

  しかし、それはあくまで自動車側からの評価になっております。道路改良で道が

広がったことにより通行車両のスピードが速くなって怖いとか、抜け道として利用

され交通量がふえたなど、改良後にその道路沿線に住まれている住民の方からお話

を聞くこともございます。自動車側の視点では快適で便利になったとしても、歩行

者や自転車や近隣住民の方は快適・便利になったと思われていないこともございま

す。 

  道路に関する書籍等でもよく書かれておりますが、宍粟市としましても、今後の

道路整備の方向性としましては、自動車のみならず歩行者・自転車などの多様な道

路利用者の存在に十分に配慮した道路整備を進めていく必要があると考えます。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 丁寧な答弁をいただいたんで、すごくわかりやすかったんですが、事前

のほかの委員の質問に対する回答の中で、やっぱり地元からの要望などがあり、そ

こを改良してほしいんやということで、地元との折衝をしながら進めていくという

ことでしょう。 

  でき上がった際には、運転手側から見たら、すごくよくなったな、この道きれい

になったねと思っておられる反面、先ほどの歩行者にはまだまだより危険がふえた

ということになろうかと思います。 

  どちらも快適性や利便性を追求せなあかんというふうになると、すごく偏ったこ

とになってしまうのかもしれません。両方とも利便性を得ようとしたら、もっと大

きくせなあかんかったりするかもしれませんが、それはやっぱりいろんな工夫があ

ると思うんですが、道路側に重点を置いてすると、もしくは歩行者側にも重点を置

く、そこの兼ね合いというか、そこはどのようにされるんでしょうか。 
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○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 やはり、地域というんですかね、その道路の利用状況によって、歩

行者を優先とした道路改良、いやいや、地域によっては、道路交通を優先した道路

改良ということが考えられると思います。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 続きまして、成果説明書86ページの上段、都市計画道路についてでござ

いますけれども、平成29年度における進捗状況、また平成30年度以降の予定、繰り

越しが3,700万円あるんですかね、この辺の説明をお願いいたします。 

○田中委員長 椴木次長。 

○椴木次長兼土地対策課長 都市計画道路についてですけれども、成果説明書の86ペ

ージの上段になります。 

  この事業につきましては、山田下広瀬線ということを平成27年度から着手してお

ります。この道路につきましては、まず北側の起点が山崎の郵便局前の県道のとこ

ろからイオンの前を通りまして、中国自動車道を越えて山崎の自動車教習所までの

延長800メートルについて計画されている路線であります。 

  それで、私のほうからは平成29年度の実績ということなんですけれども、平成29

年度につきましては、用地を中心に行っております。 

  先ほどの北側の起点側、郵便局のほうからなんですけれども、約140メートル、

イオンのところまでのところの用地買収を平成29年度進めております。 

  この中で、平成29年度は、一部、先ほども説明したんですけれども、用地の交渉

に時間がかかりまして、一部繰り越しはしておりますけれども、その全体で言いま

すと、繰り越した分も含めますと、全体で７筆で1,100平米ほどの土地を買収して、

それに伴う物件補償というものを７件行っております。 

  一部、県道側の入り口のところに看板等の物件がありましたので、平成29年度の

ほうでは契約まで至らなかったんですけれども、その部分も、今、話が進んでおり

ますので、現段階では、イオンまでの140メートル間の用地買収は完了しておると

いう状況です。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 失礼します。私のほうから、平成30年度以降の予定について、説明

させていただきます。 

  成果説明書86ページの上段の都市計画道路事業、表の中段付近に事業期間を記し
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ておりますが、現在の予定では、平成34年度の事業完了、いわゆる平成35年４月１

日の全線供用開始を目指し、事業を進めております。 

  今後の予定についてですが、先ほどもありましたように、平成30年度は用地買収、

平成31年度も引き続き用地買収を行い、平成32年度から平成35年度の３カ年で工事

を実施する計画としております。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 計画の中に、一部、住宅というか、駐車場というか、そういうのが存在

しているわけなんですけれども、その辺の交渉なり、そういうのは今からですか。 

○田中委員長 椴木次長。 

○椴木次長兼土地対策課長 先ほど平成29年度の部分に、かなり事務所であるとか、

駐車場ということがありまして、それにつきましては、もう契約が済みまして、既

に用地買収を完了しておりますけれども、今後、また進めていく中で、ほとんどは

農地の中を通るんですけれども、一部、駐車場であるとか宅地の角が掛かっておる

というようなところもありますんで、それについても今後、今年度・来年度を中心

に交渉を進めていきたいというふうに考えております。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 郵便局の前あたりがすっきりしましたんで、計画が進んでいるんだなと

いう、市民にはアピールになっていると思うんですけれども、今後、また順調に推

進していただきたいということでございます。 

  以上です。 

○田中委員長 椴木次長。 

○椴木次長兼土地対策課長 今言われましたとおり、先ほども話したんですけれども、

用地交渉の不調によって事業がとまってしまうということは、一番事業としても避

けなければいけないなというふうに自覚しております。 

  粘り強く用地交渉を進めて、説明しながら、先ほど言いましたとおり、平成35年

の完了に向けて進めていきたいというふうに考えております。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 同じところで質問させていただきます。 

  まず、事前に書かせていただいているのが山田下広瀬線の全工区が完了すると、

市内の交通に具体的にどんなよい影響があるのかというふうに書いております。 

  これは、いろいろな人の流れ、車の流れが変わってくると思いますが、どのよう
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によい影響が生まれると考えておられるのか、お伺いします。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 成果説明書86ページ上段の都市計画道路事業が完成すれば、具体的

にどのようなよい影響があるのかについてでございますが、山田下広瀬線は、宍粟

下徳久線の山崎郵便局付近から市道千本屋御名線のコスモス付近までを結ぶ道路で

あり、計画延長は800メートルでございます。 

  山田下広瀬線が完成すれば、沿線にある商業施設へのアクセスの向上が図れ、近

隣の活性化につながると思われます。しかし、周辺の動線の変化につきましては、

山田下広瀬のみの開通では変化は小さいと考えます。 

  そもそも、山田下広瀬の整備につきましては、商業施設を利用するためのアクセ

ス的な目的であり、渋滞緩和等を目的とした道路ではございません。 

  周辺の動線の変更につきましては、以前から申しておりますが、国道の中広瀬及

び中広瀬北の交差点の渋滞の解消が有効ではないかと考えます。 

  現在、国土交通省、兵庫県、宍粟市の三者で継続的に協議を行い、事業化できる

ように進めております。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 自動車の流れを考えたときに、あそこがもし開通しますと、どういう動

きになるかというのを少し想像してみるんです。一般質問なんかでもお伺いしまし

たが、あそこが開通することによって、自動車の動きがよく動くようになるのか、

動き過ぎてまた渋滞が発生するんじゃないかというような心配をしたので、この動

線のことに関してお伺いしたんです。 

  揖保川を渡るところなんかも整備しないと、動きがよくならないんじゃないかと

か、それから菅野へ抜ける道がもっとしっかりしてこないと、あそこがやっぱり交

通量がふえると、余計たまってくるんじゃないかというふうな心配をしております。  

  今さっきの答弁が、そのようなことだと思うんです。そこだけでは改善しないか

もしれない、そうかもしれません。 

  ただ、交通がしやすくなると、そこはたくさんの車が往来することになるので、

ほかの道路にも影響が出てくるんじゃないかというふうに考えています。 

  これは私の思いだったんで、答弁は要らないんですけれども、計画が長期にわた

っている工事です。工事の計画を御存じでない方々も市民の方におられて、私も近

くですので、いろんな方に聞かれるんですが、工事がとまったまんまじゃないかと
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いうふうに言われるんですね。今何しとんかというのがわからない。一時、工事が

どんどん進んでいって、今とまっているので、いつできるんやと、全然進まんやな

いかというようかことがあります。広報などでもどんどんと知らせていっていただ

きたいと思っているんですが、いかがですか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 市民の方々に周知不足ということではございます。当然、建設課と

しましても、メインの事業でございます。そういうことにつきまして、今後、広く

事業の進捗とかを市民の皆様にお知らせするようなことを考えていきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 数字から言いますと、莫大な金額をかけてする工事です。ですので、皆

さん期待はされておられます。あの道路が開通したらものすごくよくなるというふ

うに期待されていますので、ぜひとも皆さんに周知も含めて進めていっていただき

たいと思います。 

  終わります。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 それでは、私のほうから87ページ上段のかわまちづくり事業ということ

で質疑をさせていただきます。 

  今回、平成30年度に完成をして、そのまま７月豪雨で、もう全てを失ったという

か、そういう状況になっているんですけれども、私考えますと、この改良工事がな

かったら、この本庁舎も非常に危なかったんじゃないかなというぐらいに感じては

おるんですけれども、何せ公園としての機能は全く壊滅状態になりましたんで、そ

の辺の今後また豪雨災害も頻繁に来るであろうと、地球温暖化がありますんでね、

予想できます。 

  そのことについて、設計上というか、国との関係があるんでしょうけれども、そ

の辺の改良に当たっても、さらなるそういう部分の、話としては原状復帰というこ

とを聞いてはおるんですけれども、もう寸前のところでこの本庁舎がつかるんじゃ

なかったということを考えたときに、そのままでいいのかなという思いもあります

んで、平成29年度の決算のことなんで、その辺のことを設計的にどうだったのかと

いうことを含めて、ちょっと答弁いただきたいと思います。 

○田中委員長 田中課長。 
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○田中都市整備課長 先ほど言われたとおり、堤防がありましたので、今回の７月豪

雨につきましては、宍粟橋の桁下まで上がりましたんで、堤防があることによって

洪水とならなかったと推定しております。 

  それと、せせらぎ公園についてなんですけれども、国土交通省の河川計画に合わ

せて宍粟市の地域交流の拠点となる、にぎわいのある水辺を創出するために実施さ

れたものです。 

  平成30年７月豪雨は、３日間の累計雨量が480ミリ、１時間雨量58ミリで、数十

年に１回のこれまでに経験したことのないような豪雨で、危機が迫った異常な状況

に発令される特別警報が発表されました。 

  この豪雨によりまして、せせらぎ公園の散策路、舗装、芝生が流出しました。ま

た、この公園の高水敷の洗掘や玉石の堆積の被害もありました。 

  被災原因としましては、現在のところ、数十年に一度の豪雨による流速の速い濁

流であったことや、昨年度に実施した上流部の芝生の活着が弱く、安定していない

地盤が洗掘され、被災が広がったと推定しています。 

  そして、国土交通省の河川断面に合わせて高水敷を決定していますので、その高

水敷に公園を設置しています。７月豪雨では、先ほど言いましたけれども、宍粟橋

の桁下まで水位が上昇し、道路にも流出しています。高水敷を上げれば、ほかのと

ころにも影響することもあります。災害復旧でありますので、原則原形復旧であり

ますけれども、災害担当課の県や河川管理者の国土交通省と協議をいたします。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 できた当時、市民の皆さん、本当に喜んで、子どもたちも遊びに来たり、

さあこれからだというときに災害に遭いましたんで、非常に残念なんですけれども、

これ、災害との対応になるとは思いますけれども、そういう意味で、できる限り設

計上安全を確保できるように、原状復旧とはいうものの、こういう本庁舎がつかっ

てしまうことの可能性を考えたら、さらなる何かそういう対策を考えていかなあか

んのじゃないかなということを考えますんで、ぜひよろしくお願いします。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 先ほど言われたとおり、災害復旧なんで、基本、原則としては

原形復旧でありますけれども、先ほど言ったとおり、国土交通省のほうにも調整し

ながら実施していきたいと思います。 

  以上です。 
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○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 同じところの質問になるんですけれども、基本的に決算ですので、何を

言うかと言えば、結局、この設計でよかったのかどうかということになろうかと思

うんです。 

  先ほどありましたように、数十年に一度の洪水であるということでもありますけ

れども、この事業自体が提案されたときに、要は、平成21年の豪雨災害があったと

きでも、結局は水は乗っておったという部分もございます。堤防自体は、せせらぎ

公園でなく、かわまちづくりの堤防自体は有効に機能したということです。 

  でも、公園として使用した部分については、水でやられたということなんで、そ

の辺の考え方、設計が、だから数十年に一度の豪雨やったから仕方がないでは済ま

ないんじゃないかなと。その時点で、水が乗る可能性については危惧した意見も出

ておったわけなんですから、その時点での設計がもっと考えられるべきやったんじ

ゃないかというふうに思うんですよ。 

  だから、今から先、もし復旧する場合に、そういうところの反省点を踏まえた設

計ができるのかどうかという部分について、お考えをお聞かせ願いたいと思います。  

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 先ほど言われましたように、災害復旧において、再々言います

けれども、原則原形復旧なんでありますけれども、なるべく国土交通省のほうと災

害担当の県との協議をしてまいります。 

  それで、今後の対応についてなんですけれども、国及び県の補助を使用したこと

もありまして、補助金の返還ということもあります。現在のところ、公園の復旧す

ることを考えております。 

  災害の補助につきましては、国庫補助が３分の２で激甚指定となり、補助額が上

がる予定であり、この災害申請は今月末から来月の初めとなります。この申請を逃

しますと、財政面で公園整備を実施することが困難となると予想します。 

  以上です。 

○田中委員長 花井部長。 

○花井建設部長 せせらぎ公園については、いろんな方からいろんな御意見をお聞き

します。先ほどもありましたように、逆の立場で、何ともっと早う何とかしてくれ

やというお声も聞きますけれども、それ以外に、今言われました、どうしてあんな

とこにとかという、そういう御意見もお聞きするのは事実でございます。 

  今、課長が申しましたとおり、災害復旧でございますので、原則原形復旧ではご
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ざいますが、現在も国土交通省のほうに行きまして、いろいろと原因は考えられる

んですけれども、高水敷、国土交通省が整備する部分でございますが、その部分が

ちょうどあの区間については低い状況で、早く水が乗るとか、そういう状況がござ

います。 

  そういうことで、国土交通省に、約200メートルぐらいになるんですけれども、

護岸をしてくれないかというような要望をして、今、調整をしている段階でござい

ます。 

  先ほど申されましたとおり、同じことをしてまた被災するということは、私らに

とってもとてもそういうことはしてはならないことだというふうに思っております

ので、被災原因をいろいろと究明する中で、それに対応できる構造で復旧したいな

ということで、先ほど課長が言いましたように、事業をやめてしまうと補助金変換

なんかということにもなりますので、そういうことは考えておりません。原形復旧、

改良復旧ということで、被災に強い状況をつくっていきたいなというふうに思いま

す。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 改良復旧ということなんですけれども、その高水敷を上げると、要はほ

かに影響が出る可能性があるという先ほど課長の答弁だったと思うんですけれども、

やはりその辺のところも考慮に入れながら、最善の策を、本当に慎重に進めていっ

ていただきたいと。 

  どちらにしましても、国庫補助であろうと、県の補助であろうと、全て税金とい

うものを使ってやる仕事なんで、その辺のところも肝に銘じて、繰り返しのことが

ないようにお願いしたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○田中委員長 花井部長。 

○花井建設部長 先ほど言われましたように、断面が小さくなるというのも事実でご

ざいますので、国土交通省に協議に行きましたときに、上げることによって河床側

をもうちょっと削らなあかんなというようなことも国土交通省のほうも検討はして

おりますので、具体的には、また予算がついて設計する中でということになります

ので、今言われましたとおり、もう税金には変わりございませんので、二度とこう

いうことのないように努めてまいりたいと思います。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 88ページ上段の最上山公園整備事業でお聞きしたいと思います。 
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  平成29年度事業、これは全てもう完了したのかということなんですけれども、こ

の報告書から見れば、全部完了したということなんですけれども、平成31年度まで

の計画があるんで、この辺の予定なんかがあれば教えていただきたいと思います。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 最上山整備事業の施設改修につきましては、平成29年度に林業

研修センターを取り壊し、その場所に多機能化した水洗トイレを新設しています。

同時に、もみじ山周辺と林業研修センター前にあった老朽化した利用頻度の低い手

洗いを取り壊し、展望台の手洗いは改修しております。 

  今年度、市道沿いの管理棟を取り壊し、もみじ山のトイレの改修と弁天池前の階

段を新設することで、施設の改修は完了となります。 

  今後につきましては、モミジ等の植栽を初め利用者アンケートで希望のありまし

たライトアップの拡大及び遊歩道の整備等、利用者のニーズを踏まえた上で、もみ

じ山強化事業の中で実施していきたいと考えております。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 山崎にとっては、もみじ山が本当に大切な観光地でございますし、同時

に酒蔵通りとか商店街の活性化も担っている道路でございますので、さらなる住民

の声を聞きながらやっていただきたいということでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 来客の方が３万人程度ありますんで、市民の意見を聞きながら

やってまいりたいと思います。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 今後の話になるかもわからへんけれども、駐車場に入る導入の部分、実

際に現地に行く、その辺が非常に危険な箇所があるんで、何か改良できればという、

いつも思いがあるんですけれども、その辺はまた今後の課題として考えいただけれ

ばと思うんですけれども。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 今後の課題として検討してまいります。 

  交通整理等は行っておりますけれども、以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 
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○神吉委員 同じく最上山公園整備事業のところのトイレに関してお伺いします。 

  今さっきの御答弁を聞いていて、どこのトイレだったんだろうというふうに、ま

ずちょっと整理したいんですけれども、まずどこのトイレにどのぐらいの費用をか

けて改修したのかという、事前の質疑書どおりの御回答をお願いします。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 最上山についてなんですけれども、もみじ山の一番上の林業研

修センターがあったところなんですけれども、その事業なんですけれども、最上山

公園のトイレの改修事業につきましては、2,548万8,000円ありまして、概要としま

しては、林業研修センターの取り壊し、多機能化した水洗化トイレの新設、老朽化

した手洗いと改修を実施しています。 

  新設されたトイレの整備につきましては、林業研修センターの取り壊しと合わせ

て工事費の発注をしていますので、案分計算したところ、工事費が1,930万円と設

計監理費200万円で、合計が2,130万円となります。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 最上山公園も含めて、もみじ山などは、観光客だけではなくて、ものす

ごく市民のウォーキングのコースにもなっています。朝早くから、３時、４時ぐら

いから歩かれている方もおられたり、また夕方涼しくなってから歩くんやと言われ

る方もおられます。そして、上へ上がると、ここに書いてありますけれども、古い、

古いトイレがありました。もうこれは誰も使わんだろうな、どないなっとるんだろ

うと皆さんによう言われよったんですけれども、それがきれいになったんだと思っ

とったんです。 

  それが、この2,800万円ほどの予算をかけて直したトイレがどことどこだったの

かというのを確認させてもらいたかったのは、新設のトイレが２カ所と書いてある

ので、１カ所は、その林業研修センターをつぶしたところにつくりました。もう１

カ所はどこですか。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 もう１カ所なんですけれども、今年度実施するわけなんですけ

れども、もみじ山にあります、目の前にあるトイレなんですけれども、このトイレ

を、今年度ですけれども、水洗化したトイレを設置していきたいと思います。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 わかりました。事業期間中、平成31年度までの工事で下のほうをするん
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やと。１カ所目は終わって、もう１カ所は今年度するということで、理解しました。  

  お聞きしておきたいことは、観光地であるゆえのトイレというのもものすごく大

切だということが今さっきも出ていましたけれども、利用者にとってのトイレの使

用は、そこが公園だろうが、どこの駐車場にあるトイレであろうが、利用者の便利

なところを使われるはずです。ここが公園のトイレであるという、そういう認識で

使われるのではなく、きれいなトイレがあるから使われるということになると思う

ので、そのトイレの新設というのは、観光客などにとってもものすごく大切なこと

だと思うんです。 

  一般質問でもさせてもらいましたように、防災センターのトイレなんかはどうな

っているんやとか、観光に対してのトイレの改良は、ぜひともどんどんと進めてお

いていただきたい。最近のトイレはものすごくよくできていると思いますし、どこ

の観光地へ行ってもきれいなトイレが設備されているというふうに感じていますの

で、宍粟市山崎の観光地であるトイレは、改良改善をどんどんしていただきたいと

いうふうに考えていますけれども、いかがでしょうか。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 最上山のトイレなんですけれども、利用者のニーズがありまし

たら、また新たに設置していきたいと考えております。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 済みません、せっかくこのトイレなんですけれども、新しくされている

んですけれども、それの今後の維持管理であったりとか、それはどういうふうにさ

れているのかというのと、あと１点、トイレの設備自体がものすごく何かいいのが

ついているとかという声を聞くんですね。その辺の例えば仕様であったりとか、そ

れは誰がどのように決められているのかなというのをお聞かせいただきたいんです

けれども。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 先ほど維持管理なんですけれども、シルバー人材センターに委

託して管理していただいております。 

  それと、そこの施設なんですけれども、多機能化ということで、多目的のトイレ

がありまして、ベビーシート、ベビーチェアを設置しております。そして、多様化

したトイレとする目的で建設しております。 

  以上です。 
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○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 済みません、そしたらその維持管理費がランニングコストでどれぐらい

かかっているのかという金額的な部分と、あとそのトイレ、実際、私も１カ所見た

んですけれども、リモコン式のウォシュレットがついていたりとかという部分があ

ったんですね。市民の方が、いや、ここまでする必要があるのかという声を、最上

山のところはまだ見に行けていないんですけれども、実際、そういうところがあっ

たんですけれども、公共のトイレで、そこまでの設備を整える必要があるのかと、

一般家庭のトイレよりいいのがついているぞという話もちょっと聞いたりしたんで

すけれども、その辺は、誰が決めているんだろうというのでちょっと疑問に思った

んで、お願いします。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 先ほどのランニングコストなんですけれども、それについては、

公園内の全体に対して委託して、シルバー人材センターに確認してもらっています

ので、その点はちょっと申し上げることはできません。 

  それと、先ほどのトイレなんですけれども、観光客が３万人もいらっしゃいます

んで、なるべくトイレと言ったら大事なものだと思います。ですので、設備もしっ

かりして行かせていただいています。 

  誰が決めたかというのは、担当のほうで決定もいたします。 

  以上です。 

○田中委員長 花井部長。 

○花井建設部長 トイレにつきましては、基本的にコンサルに委託しますので、その

中でいろいろな提案がある中で決定するんですけれども、できるだけ費用は抑えた

い、できるだけいいものをつけたいという考えの中でつけておると思います。 

  ただ、ちょっと今、リモコンというのは、ウォシュレットで手元で操作できると

いうもののことを言われておると思うんですけれども、通常、ウォシュレットは当

然つけないと、今の時代でございますので、なかなか利用していただけないという

ことで、その点で、手元の分とリモコンとどれだけちょっと差があるのか僕はわか

らないんですけれども、できるだけ許される費用の中でいいものをつけていこうと

いうスタンスでつけていると思います。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 私のほうで、続きまして89ページ上段の市営中山台団地建替事業でお聞

きしたいと思います。 
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  平成30年度に繰り越す2,600万円、この説明をお願いいたします。また、２号棟

についての計画があれば、お話しいただきたいと思います。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 市営中山台団地建替事業の概要は、ＲＣ４階建て２棟の30戸と

駐車場を整備します。 

  １期工事として、平成29年度からの２カ年の債務負担工事で南側に１棟を建設し

ています。 

  平成29年度事業としましては、既存住宅の取り壊し、本体の基礎工事、軀体工事

であります。 

  繰越額の説明としては、地元調整に時間を要したことから発注がおくれたため、

１階から４階までの軀体工事がおくれ、工事費の2,552万9,000円と、それに伴う設

計監理業務の76万2,000円が繰り越しとなりました。 

  現在は、軀体工事等が完了し、各部屋の内装工事もおおむね完了したところで、

進捗率では70％であり、今年度中に完了する見込みとなっております。 

  ２号棟の建設工事は、２期工事として１期工事と同様のＲＣ４階建てを平成31年

度と平成32年度で実施します。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 前に委員会のほうで、従来住んでおられる方の家賃の滞納の対応がござ

いましたですね。それは、全部、次の新しい建物の契約に結びついておるんでしょ

うか。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 滞納のほうなんですけれども、滞納については、私どもの担当

のほうで催告とか催促しながら徴収業務を実施しております。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 今までそこに住んでおられた方が新しい１号棟・２号棟に住める状態に

なっているんですかということが聞きたかったんです。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 一応予定なんですけれども、１期工事が完了した際の入居者に

つきましては、２期工事の中山台団地に居住している14世帯と、それと今仮入居し

ている県営住宅に入居されている１世帯が入る予定なんです。 

○田中委員長 津田委員。 
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○津田委員 済みません、ちょっとよくわからなかったんですけれども、今、滞納さ

れている方は、そのまま、家賃を滞納されている方がいらっしゃいますよね、その

方も新しい住宅にそのまま入られるということでよろしいんですか。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 そのとおりです。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 議論になっておったところで、現状の家賃で大変苦労されておるわけな

んですよね。今度、新しくなると、家賃が上がりますよね。それで、本当にその対

応ができるのかどうかということが議論されたと思うんです。それで、そのままそ

の方がそこに入られるということが本当に大丈夫なのかということをあのときも議

論があったと思うんですけれども、それに関して、ちょっと記憶がないんですけれ

ども、どこか別のところをあっせんするとか、そういう形での対応ができたらとか

というような話があったように思うんですけれども、その辺の対応とか検討とかは

されなかったんでしょうか。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 ほかの住宅に移って入るということは、公営住宅上、認められ

ていないんです。そこの住宅であれば、その住宅にいてもらうということになっと

んです。そして、私どものほうも、その滞納に努めていますんで、努力はしていき

ます。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 公営住宅の役割というものがあると思うんで、それは大変、その辺のと

ころは大切にしていかなあかんところなんで、今現状、滞納があって、少しずつ払

ってもらっておるという状態の中で、大変家賃が上がるからもう出ていってくれな

んていうことはできる問題じゃないと思うんです。だから、その辺のところも含め

て、これからもその辺のところをきちっとできるように、手を抜かずに努力しても

らいたいなと、それが言いたいと思います。どうでしょうか。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 おっしゃられるとおり、努力してまいります。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 これね、市民の皆さんはそこまで詳しくわからないと思うんですけれど
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も、実際、本当に家賃がこれで上がって、今現時点、先ほど飯田委員が言われてい

るとおりなんです。家賃が今現時点で滞納されているのに、さらに上がって、これ

を回収する手だて、いや、これ、本当に大丈夫なのかと、しかも新しいところに住

ませて家賃は回収できませんでしたとなるおそれが十分あり得ますんで、それであ

れば、現時点で何らかの対応を考えないといけないところもあると思うんです。本

当にこのままでいいのかという部分もしっかり考えていただきたいなという思いが

ありますんで、それだけよく慎重に考えていただきたいなと思いますんで、それが

必ず回収できるんですと言い切れるんであれば問題ないと思うんですけれども、そ

の辺はいかがですか。 

○田中委員長 花井部長。 

○花井建設部長 中山台団地の住宅に限らずのことだと思います。今言われましたと

おり、たまたま住宅を新しくすることで家賃が上がりますので、当然、そういうこ

とも含めて本人とは相談する中で、基本的には、今滞納しているからそこへは入れ

ないというわけにはいきませんので、何らかの相談する中で払っていただけるよう

に努力してまいりたいと思います。 

  今後の課題として、いろいろ検討させていただきます。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この中山台団地を建てかえるという段階の話の中で、森林から始まると

いう宍粟市において、最新工法のＣＬＴではできないのかという話の中でいろんな

議論があった上で、最終的にはＲＣ構造になった経緯があるんですけれども、今回、

県がなかなか思い切りができずにＣＬＴの構造自体が進んでいなかったという中で、

今回、現在ですけれども、神戸のほうで林業会館ですか、そこがＣＬＴの構想のビ

ルになるというような状況の中で、これから新たにまたそういう段階が来たときに、

宍粟市ではＣＬＴの市営住宅というものについて考える必要があると思うんですけ

れども、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 中山台団地建設の段階で、そのＣＬＴの議論はあったと思います。

それで、確かにさっきおっしゃられたとおり、兵庫県の林業会館が、現在、１階部

分はＲＣ構造、その２階から上はＣＬＴ構造というような複合構造で、今、建設が

進められております。兵庫県の林業施策のシンボル的な建物として、現在、その事

業は進められていると思います。 

  我々のほうも、できるだけ宍粟材、県産材を活用した建築を進めたいという基本
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方針は持っております。その中で、ＣＬＴ構造を断念したプロセスとしましては、

やはり費用が非常に高額につく、それと木造建築ですので、耐火構造としなければ

ならないのが非常に困難だと。結局、防火、不燃材で覆うような構造をとらないと

いけないと。それで、あとはＣＬＴ、クロス・ラミネーテッド・ティンバという部

材をつくり上げる工場自体が、この宍粟市内にはないと。結局は、岡山とか、そう

いうようなところの工場でつくっていただくというようなことになって、材を使っ

たということにはなるんですけれども、加工の工程で宍粟市にもメリットが余り生

まれない。いろいろなプロセスの中から断念をしたわけなんですけれども、これか

ら先の木造建築に関しましても、まずは宍粟材の活用を第１に考え、そして次、県

産材を考え、それでもしもそれで無理な場合は、別の構造を、鋼構造とかＲＣ構造

を考えていくというような、まず木造建築を考えております。そういうような基本

方針を持って、これからも進めてまいりたいと思っております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 あのとき議論があった内容、今おっしゃられたとおりなんですけれども、

もともとＣＬＴの部材をつくる事業者というものを養成したいという思いが、恐ら

く話の中であったと思うんです、産業部を含めて。 

  だから、そういう部分について、結局、宍粟市の中の産業を起こすという意味で

も必要なことだと思うんで、実質、そういうことを横のつながりを持って、宍粟市

の林業を育てていくという中ででも、やはりこの建設課がそういうところを考える、

産業部が考えるということで、宍粟市としての産業を起こしていくというとても大

切なことやと思うんで、そういう横のつながりを持って新たな考え方をつくってい

くということが大切やと思うんで、その辺、これからの検討の余地があると思うん

で、その辺についていかがでしょうか。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 そのことに関しましては、兵庫県のほうで、現在、会議が構成さ

れております。以前から、毎年度一、二回の会議開催なんですけれども、その中で

ＣＬＴの検討がなされております。そこに宍粟市としても参画しておりまして、宍

粟市からは産業部、そして建設部、それぞれ代表がその会議に出席して、検討を重

ねております。 

  その中で、我々建設部としては、ＣＬＴという部材を工事の中で使用するという

部署でありまして、また産業部は、そういう企業を今度は育成するといいますか、

そういうような部署だと思います。それぞれが連携して、これからもそういう検討
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を進めてまいりたいと考えております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 県の中でそういう会議があってやっている以上、宍粟市は森林大学校も

ある、そういう中で、一番に手を挙げてそういうところに突き進んでいくというの

が、本当の姿じゃないかと思うんで、できるだけそういう会議に出られましたら、

前向きな姿勢で取り組んでいっていただきたいと思うんで、もう一度見解をお願い

します。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 これからも取り組む中で、さらに研究を重ねて前向きな姿勢で進

んでいきたいと思います。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 私のほうから、続きまして93ページの下段、下水道施設整備事業ですか、

それでお聞きしたいと思います。 

  平成30年度への繰り越しが1,950万円ということであるんですけれども、事業計

画策定ということであるんですけれども、これはそれのみの費用であって、これは

どのぐらいの期間をかけて策定するもんなんですか。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 御説明いたします。 

  この分に関しましては、平成29年８月22日に株式会社山水コンサルタント神戸事

務所と契約をいたしております。それが公共下水道事業（特環）ストックマネジメ

ント計画策定業務の繰り越しであります。 

  全体契約といたしましては、3,780万円のうち、平成29年度現年で1,830万 600円、

平成30年度に残りの1,949万9,400円を繰り越しております。 

  業務内容といたしましては、既存の施設、特環の施設なんですけれども、これの

既存の情報収集や整理、それからそれのリスク評価、それから長期的な改築事業の

シナリオ設定や点検調査計画の策定を平成29年度に行っております。それをベース

に、平成30年度については、そういった調査した、情報収集した、そういうもの及

び計画目標などということをベースにしまして、施設の点検調査というものを実際

に行いまして、それで中長期的な修繕計画の立案を行いまして、それで平成31年度

より補助事業により実施しようとしております長寿命化の工事の事業計画を策定し

ておるという次第でございます。この計画なしでは補助事業は受けられないという

ことなんです。 



－260－ 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 これは、全市的な部分でやっているとは思うんですけれども、全市的な

部分でやっておるんですね。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 これに関しましては、特環の施設としては４市全部あるんです

けれども、全部、特環施設の９施設に限っての話でございます。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 これは、実際、計画を立てて実施に移る。それが完了するというのは、

いつごろなんですか。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 一応、今回の計画におきましては、向こう５年間の計画をまず

立てさせていただいております。５年後、その手前ぐらいになるんですけれども、

もう一遍ローリングしまして、もう一度、また計画を立て直すという、そういうよ

うな計画としております。 

○田中委員長 関連ございませんか。 

  西本委員。 

○西本委員 続きまして、94ページの下段の上水道水源確保対策事業のところでござ

います。 

  第２の水源確保が使用可能な計画ということなんですけれども、平成32年度完了

は可能かということでお聞きしたいと思います。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 お答えいたします。 

  この事業に関しましては、平成23年度より水源調査を開始しまして、今年で８年

目を迎えた上水道水源確保対策事業なんですけれども、平成27年、平成28年に、２

基の放射状集水井戸を建設いたしまして、平成29年度は、ポンプ盤室や、それから

２基の井戸から水を集めておきます接合井と導水管の布設の一部を実施しておりま

す。 

  本年度においては、平成32年度までの債務負担の工事で、水源のほうから上寺浄

水場までの導水管布設工事を契約をもう既にしております。 

  それから、平成32年度の初め、この導水管の布設に関しまして、平成32年度の初

旬、５月ごろをめどに完成予定をしております。 
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  それから、次に来年度、平成31年度の予定としましては、ポンプ室や、そこら辺

はできているんですけれども、その中に入れますポンプや、それから計装盤などの

設備関連全般の工事と、それと水源地の外構工事について、平成32年度までの２カ

年の債務負担で計画をしております。 

  これにつきましては、機械設備がメインでありまして、受注生産の機械等もござ

いますので、早期発注により工期内での完成を目指したいと思っております。 

  これまでの事業におきましては、一応、計画どおりの事業進捗でありまして、計

画事業どおり、平成33年の４月から供用開始が可能であると考えております。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 お聞きしたいんですけれども、第２の水源ということで、従来の水源と

どのように使い分けていくのか、ちょっと教えていただけますか。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 一応、水源の複数化ということで、今の今宿の水源なんですけ

れども、もう建設から約四十数年たちまして、更新時期を迎えているということな

んですけれども、これに関しましては、井戸ですので、更新工事をするためには、

やはり別の水源がないとなかなかできないということで、そういうところから、複

数化という道を、この山崎の上寺区域に関しては選択してやっております。 

  それで、建設した後、３基の水源があるんですけれども、当然、今宿、更新の時

期も今後あと何年かしたら迎えると思うんですけれども、そのときもバックアップ、

新しい水源を使いながら更新もできますし、当然、新しい水源もまた何年もたった

後には更新を迎えてくると思うんですけれども、そのときはまた今宿がバックアッ

プとなるということで、全部、水路の使い方というのは、新しい水源のほうが水が

きれいなんで、なるべくそちらを使って、そうすることで、薬品とかのコストが抑

えられますんで、なるべくそっちを優先的に使いたいなと今は考えております。 

  以上です。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 それでは、同じ上水道水源確保対策事業に関してですが、本日の資料にも

ありますように、水道水の安全供給と災害に強いインフラ整備に取り組むことがで

きましたということになっています。そのとおりだと思います。 

  同じことになりますが、水道水の安全供給とともに災害等に強いまちづくりが図

られているということは、評価できると思います。 

  ただ、その後、さらには水道水の供給単価を少しでも下げる努力をされてきたと
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思うんですが、その成果はありましたでしょうか、どうかをお聞きしたいと思いま

す。 

○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 先ほどの東委員の質疑に対してですが、まず水

道水の供給単価を少しでも下げる努力の成果ですが、これにつきましては、合併後、

平成26年度に市内統一料金改定時に、おおむね約20％の料金の引き下げを行ってお

るというような状況でございます。 

  また、給水原価の低減というところにつきましては、合併後なんですが、職員の

適正化による人件費の抑制、それと遠方監視システムというようなシステムの更新

時期に合わせまして、通信環境、光回線関係への切りかえによる通信費の削減、ま

た高圧電力の契約についてを、またより安い料金の株式会社エネットという会社と

の契約の締結を行うこと等によりまして、経費の削減を行ってまいっております。 

  ただ、しかしながらこの宍粟市の地形的な要因ということもございまして、どう

しても給水原価に占める減価償却費の割合がもともと高いという状況がございます

ので、なかなかちょっと給水原価が低くまだ抑えられていないという状況がござい

ます。 

  以上です。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 今の答弁にありましたように、経費の削減には十分努めているということ

なんですね。さらには、給水原価を何とかというふうに取り組みはしているものの、

平成29年度は、そういう結果が出なかったということなんですね。 

○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 給水原価につきましては、昨年度より11.36円

ほどちょっと上昇してしまったという結果となってしまっております。 

  以上です。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 努めてはいるものの、どうしても下げる結果にはなかなかならなかったと。

それは、どういうふうに今後捉えていかなきゃいけないという認識ですか。 

○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 今後につきましては、今回の給水原価がふえた

と、上昇したという現象につきましては、やはり施設の整備で減価償却費が、ちょ

っと大きな工事がございましたので、その辺でふえたということもございます。そ
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れにつきましては、今後の更新計画であるとか、そういうところの計画をいかに施

設の長寿命化を図るとかというようなことをしながら、少しでも施設の維持更新費

用を抑えるようなことを今後考えていかなければならないと思っております。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 関連して質問になるんですけれども、今回、今宿水源に加えて段・中井

で２カ所の水源が確保が行われたと。災害に強いまちづくりということだったんで

すけれども、実際、水源を三つ確保するということで、これを三つ動かすというこ

とで、当然、年間のこの維持管理費というのも上がってくると思うんです。それが

どれぐらい見られているのかという部分と、あとこのまま人口が減っていっていま

す。人口減少が進む中、やはり市民の皆さんの心配しているところというのは、こ

の水道料金が上がるんじゃないかと、市民への負担がかかってくるんじゃないかな

というところを懸念されている方もいらっしゃるんですけれども、実際、その辺の

部分はどういうふうに考えられているのかをお答えいただけますか。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 お答えいたします。 

  現在の今宿の水源は、先ほども申しましたけれども、昭和51年に竣工いたしまし

て、河川水を1,800トン、日量なんですけれども、これは水利権をいただいて、取

水しているわけなんですけれども、それと地下水が8,000トンということで、計画

運営を行っております。市全体の現在給水の人口の約６割が、この水源で賄われて

いるということになっています。水道施設の中でも、最も大きな施設でございます。  

  上寺浄水場の水源に関しましては、今宿水源のみでありまして、供用開始より約

42年が経過しておりまして、老朽化が進行しまして、導水管等の更新の時期も参っ

ております。 

  もし、今宿水源が停止しますと、代替施設がないために、上水道の機能が約１日

後に停止してしまうということになってしまいます。 

  よって、導水管の危険要素の改善等を図りたい箇所も存在するんですけれども、

単一管であるがために、補強工事や布設がえ工事がなかなか実施するには、長期間

の断水をしないとできないということになります。 

  また、災害や事故等の原因によって、思わぬ場合に集水井戸や導水管に大きなダ

メージを受けた場合なんですけれども、その場合でも、復旧までにかなり長期の断

水が発生してしまうということになって、市民に多大な影響が出ることになります。  
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  また、それから公共施設であります市役所を初め、それから宍粟総合病院等への

影響もはかり知れないものとなります。 

  水道事業における水源は、言うまでもなく施設の根幹でありまして、その施設に

ついて、施設更新の時期が来たことで、もう施設の更新を考えないけない時期が来

たということで、先ほど申し上げました影響や更新の条件を考慮した中で、上寺浄

水場につきましては、水源の複数化という選択をいたしまして、平成23年度より事

業着手をしまして、水源調査開始から約２年の歳月をかけまして、２カ所で8,000

トンを確保できる水源としまして、旧段の簡易水道跡地と本多公園のグラウンド駐

車場を決定し、水源の複数化のため、水道水源確保事業として事業化し、現在に至

っております。 

  水源の複数化により、現在、さらに二つの水源施設がふえ、三つの水源施設とな

りますが、当然、１水源に比較して維持管理費は増大してくることになります。現

在の今宿水源においては、水道施設の運転管理業務で委託で出しておるわけなんで

すけれども、この費用で年間約90万円かかっておるわけです。それから、動力費と

しまして、これは電気代がほとんどなんですけれども、これで１年間で約2,000万

円必要となる経費でございます。 

  それで、施設運転管理業務委託に関しましては、同様にあと２施設ふえるわけな

んで、費用としては、180万円が追加で必要となってきます。それから、また動力

費につきましては、原水、取水した水を上寺浄水場に送水するためのポンプ動力費

がその費用の大部分を占めますんですけれども、この動力費については、ポンプ数

というのはふえるんですけれども、上寺浄水場に送水する水量というのが、１基や

ろうが３基やろうが、同じ水量を送ってあげるということで、多少のロスというの

があるんですけれども、現在使用料の120％程度を見込んでおります。ですから、

動力費としましては、2,000万円が約2,400万円程度なのかなと試算をしているわけ

でございます。 

  この上水道水源確保対策事業につきましては、宍粟市の水道施設全体の施設更新

事業の中の一つの事業でありまして、特に多額の事業費を投じている事業ではある

んですけれども、それからほかの更新事業もあわせて、ほかの旧町ですね、一宮、

波賀、千種等の更新事業もあわせてやっておるわけなんですけれども、今後の料金

決定にもう影響がないかと言ったら、影響が出てくるのかなというのは考えており

ます。 

  しかし、どうしても必要な事業を安心・安全な水道水を安定的に供給するという
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観点から、検討を重ねまして実施している事業であります。ただ、持続可能で将来

の世代に大きな負担を残さないように、水道事業全般の経費については、さらなる

コストダウンを実現するということともに、数ある施設の統合や、ダウンサイジン

グするということで、将来の更新費用を抑制して、水道事業の安定した経営の維持

ができるよう、さらに努力してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 ここ、一番市民の皆さんが気にされるところだと思うんです。 

  去年の決算のときには、年間３億円程度であれば、水道会計に負担をかけること

なく何とか行けるんじゃないかという話だったのが、本年度は若干見直さないとい

けないという状況になっているということですよね。それで間違いはないですかね、

今のところ試算であれば。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 年間３億円程度に抑えておけば、水道事業の経営上、大きな問題

はないというようなことは、それにつきましては、ただ、この井戸建設事業費自体、

総事業費で言いますと膨大な金額でございます。これを例えば２年、３年の短期間

でやってしまえば、１年間の事業費が４億円、５億円と膨らむことがございます。

それを、今回、事業期間を長くとって事業費を平準化して、１年当たりの建設改良

費、総額が３億円以下に抑えるように、井戸の建設事業を含めて、ほかの建設改良

事業も進めてきたという、そういうことを御説明させていただいたと思っておりま

す。 

○田中委員長 それでは、これより10時45分まで休憩いたします。 

     午前１０時３２分休憩 

                                       

     午前１０時４５分再開 

○田中委員長 休憩を解き、委員会を再開します。 

  西本委員。 

○西本委員 私のほうから、95ページ上段の水道老朽管更新工事についての質問をさ

せていただきます。 

  一つ目は、国道部分の約2,000万円の工事計画は最初からなかったのかというこ

となんですけれども、私自身、ちょっと国道部分の計画のあり方というのがわかっ

ていないもんで、教えていただきたいと思います。 
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  それから、国道部分の平成30年度の着手予定はあるのかということを教えていた

だきたいと思います。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 お答えいたします。 

  本箇所につきましては、平成27年度から平成28年度において実施されました国道

29号歩道整備事業において、歩道整備工事の支障となります波賀町谷地区の谷橋よ

り約100メートル下流から南へ約280メートルを老朽管更新工事として実施しており

ます。 

  平成29年度におきましても、国土交通省の事業計画に合わせて予算措置を行って

おりましたが、予定されていました工事が実施されなかったため、国道事業に合わ

せて更新工事を見合わせております。 

  また、平成30年度においても、国土交通省の事業計画に合わせて予算措置をして

おりましたが、河川協議が難航していることから、本年度の事業着手は難しい旨を

国土交通省よりお聞きしており、平成30年度においても未実施となる可能性が大き

いと考えております。 

  本事業に関しては、占用物件の移設という側面もあるため、国交省からの移設依

頼がない限りは、現況施設での運用が適切であると考えていますので、今後の国土

交通省の事業進捗を待ちながらの事業実施となります。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 わかりました。要するに、国のほうの計画があったけれども、実施され

なかったということで、繰り越しているということですね。わかりました。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 先ほどそのまま関連したいと思っとったんですけれども、流れてしまい

ましたんで、水道関連のことなんですけれども、今現状、水道につきましては、国

の指導とかがあって、広域化ということが検討されておる状況やと思うんです。 

  いろんな意味で、施設の整備であったり、先ほどの水源確保であったり、それか

ら老朽化施設の整備であったりという部分がずっと計画されて、先ほど太中次長の

ほうからもありましたように、単年度での経費を抑えつつ、長い年月の中で整備し

ていくというような形での事業になっておると思うんですけれども、この広域化さ

れることによって、果たしてそれが今の現状の計画というものが、そのまま進めて

いっていいものか悪いものか、その辺の検討とかをされておるのか、されていない
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のか、その辺のところをお聞きしたいと思うんですけれども。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 お答えをいたします。 

  広域化ということで、前年度より、あり方懇話会で広域化の話というのはしてお

ります。その中で、まだそれほど煮詰まった話まではいっていないんですけれども、

この前、報告で出されましたんが、宍粟市とたつの市、それと佐用町の接点部分で

の広域化ということを、これに関しましては、地形上とか、そういうことで可能で

ないかということで現地にそれぞれみんなが寄って確認をした中で、地形上ではい

けるなということで、そこら辺までの話はしております。 

  ただ、どちらにしましても、千種のほうから佐用町に送るにしましても、うちの

ほうは、言うたら管末、佐用町にしても管末で、細い管同士なので、やっぱり何ぼ

ひっつけると言っても、相当なイニシャルコストが必要やということは課題で、今、

残っております。 

  それから、たつの市に関しましても、香山のほうに飛ばすような、そういうよう

な案も出ております。これに関しましては、実現は可能やとは思うんですけれども、

まだ実際できるかどうかはちょっとお話はしていないんですけれども、この水源事

業に関しましても、もしそれが実現した場合でも、やはり水源がないと送られない

ので、水を売ることもできないということで、今度の水源確保事業なんかは、その

ためにも必要な事業なのかなと考えております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 今おっしゃったように、水源を確保することによって、逆に水が売れる

状況ができてくるという部分については、若干、明るい見通しがあるのかなと思う

んですけれども、やはり先ほどありました水道料金の値上げが何とか抑えられる状

況をつくっていくというためにも、その辺も必要かと思うんですけれども、状況的

にいろんなことを勘案しながら先を見据えた事業を計画していくという部分で、今

現状行っておる部分について、見直しながら進めていくということも大切やと思う

んで、やはり目をそむけずに、ずっとその辺のところを研究していくということが

大切やと思うんで、もう一度、その辺のところをお願いしたいと思います。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 委員おっしゃるとおりなんでございますけれども、まず今回、

水源確保なんかにつきましては、浄水場は上寺に関します浄水場の水源でありまし

て、こういう部分に関しましては、先ほども申しましたけれども、人口の６割を占



－268－ 

めているところの施設でございます。 

  ですから、これは水の需要というのも、ここの山崎の上寺に関しましては下がっ

てはいないので、これは水源の複数化というのがいいんではないかということで選

択しています。 

  それから、ほかの浄水場等々に関しましては、当然、水需要が下がっていくとい

う中で、それは更新するのがいいのか、それとも統合してしていくのがいいのかと

いうのは、もちろんケース・バイ・ケースで、その施設、施設に応じた考え方とい

うのを計画してやっておりますんで、今後もそれをずっと考えながらやっていきた

いと思っております。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 ちょっと関連で、今の老朽管の更新に関してなんですが、平成29年度、老

朽管の更新はいいんですが、漏水の管理を徹底していると思うんですが、平成29年

度に関しては、特別な漏水に関しての事象はありませんでしたか。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 平成29年度に関しましては、２月に寒波が来まして、それでか

なりの漏水がありました。本管というよりは、給水管のほうなんですけれども、こ

れ、２月の３連休の間、もうずっと職員が総出でそこらじゅうで漏水を探して、何

とかぎりぎりで断水せずに対応したという現状が平成29年度はございました。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 そういう場合もあるでしょうし、各家庭に関してもあると思うんですが、

検針の担当がおられますよね。そういうところできっちり管理をされていると思う

んですが、特別問題はなかったのかどうかだけお聞きします。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 検針業務に関しましては、２カ月に１回の検針ということで回

っとるわけなんですけれども、当然、その家、その家、毎月使われる量というのが、

それほどごっつう変わらない中で、検針した中で、ちょっとパーセントは忘れたん

ですけれども、15％とか、それぐらい以上の今までと違う量が出ているときなんか

は、お知らせというのをさせてもらって、漏水の疑いがありますよということで、

当然、たまたまそういうごっつう使うときがあったかもわからんので、そういうお

知らせというのはさせていただいております。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 わかりました。 
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  じゃあ、続いてになりますが、先ほど質問しましたんですが、道路に関して、先

ほどは道路新設改良事業に関してお聞きをしたんですが、私、道路の維持補修事業

と新設改良、同じ状態で質問しておりました。事前通告をしておりました。結果、

道路新設改良についても、補修に関しても一緒なんですが、順調に推進がなされて

いるということは変わりはありません。 

  ただ、新設改良のところで申し上げたとおりなんですが、やっぱり幅員狭小に関

して、県道の場合、県はなかなか、あくまでも県は県なんで、県の事情があって、

なかなか工事が早急にできないところがあると思うんですよね。それで、市として

は、当然、県に強く働きかけていただくということは変わりないんですが、市のほ

うで任せてもらえませんかと、市のほうで、要は委託してやらせていただけません

かというような事例はなかったですか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 東委員のおっしゃるように、県から市のほうに何とかやっていただ

けないかというような内容につきましては、特に主立ったものはございませんが、

ただ、ちょうど市道と県道との交差点の草刈りとかですね、利用者の方から見にく

いというようなお電話があった場合は、市のほうで、県道部分なんですけれども、

一部、草刈り等を行ったことはございます。 

  以上です。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 何回も申し上げるように、あくまで平成29年度のことなんで、とやかくは

もう今さら言ってもしようがないんですが、やっぱりそういう県に依頼する、お願

いするような手法もやっぱり今後は考えていくべきかなと、こんなふうに思います

けれども、その点は、あくまで今後のことになりますけれども、いかがですか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 東委員の言われるように、今後、逆に委託を受ける部分、逆に県に

委託して市の部分も管理していただくというようなことについても、特に最近では、

除雪の関係なんかで特に思うところはございます。 

  千種管内なんですけれども、千種管内の県道につきましては、県から委託を受け

て市が除雪しております。100％、県から後で委託金がいただけます。そういうふ

うにして、それはあくまでもコストの削減ということで、お互いに機械を保持する

必要があるんで、そういうようなことからやっております。 

  今後につきましても、ちょっと研究ですか、課題として捉えたいと思います。 
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○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 基本的なところでお聞きするんですけれども、直営班というのが、事業

内容の中で、山崎で252件という形で出ておるんですけれども、これは山崎の中だ

けでこの直営班が動いておるのか、その辺がちょっと私のほうで理解ができていな

いんで、直営班の行動範囲というのを、そこをお聞きしたいんですけれども。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 成果説明書85ページの上段の道路維持補修事業の事業内容の中に、

直営班252件とありますが、これは直営班が維持修繕作業を行った件数になります。

内訳としましては、山崎管内が232件、一宮・千種・波賀管内で20件の作業を実施

しております。現在、６名の土木作業員により道路・河川の維持修繕を行っており、

直営班の主な作業としましては、簡易な側溝修繕やカーブミラーの取りかえ、合材

による路面の穴埋めなどの維持修繕を行っております。 

  基本的に、山崎管内以外は、各市民局において急を要する工事は、１年を通して

単価契約を行っている緊急業者による対応としております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 要するに、基本的には山崎の管内で直営班が動くと、幾らかは北部地区、

一宮・千種・波賀においても行動する場合があるというように理解しました。 

  確かに、本当に細かい部分で結構あると思うんですよ。山崎は範囲が広いんです

けれども、数としては232件という形での動き、あと緊急小規模、ほかのところを

見たら、一宮37件、波賀27件、千種39件という形なんですけれども、恐らくこの数

は、全てじゃないと思うんです。もっとあると思うんですけれども、なかなか動き

がとれないような状況の中で、こういう形になっとると思うんですけれども、やは

り緊急な部分について、いち早く行動するということは本当に大切なことやと思う

んで、実際、道路に若干の陥没があった部分をほっておいたことによって、かなり

大きなごっそりと穴があくということが結構ありますので、その辺のところ、やは

り地域の自治会長さんなりに、そういうところの通報というんですか、早目にして

いただくということを心がけていただきまして、小さなうちに直していくというこ

とをやっていかんと、大きなことになってからですと、お金もかかるし手間もかか

るということなんで、やはりその辺のところをきっちり管理していくという情報伝

達の部分について、お願いとかをきっちりしていっていただきたいと思うんで、そ

れはできておるでしょうか。 
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○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 道路の自治会等々の通報があれば、即、職員が行く場合もございま

す。そして、直営班が行く場合もございます。若干大きくなれば、緊急業者のほう

に依頼して対応しております。 

  委員がおっしゃるように、早い時点で補修をしておけば費用的にも安く済むとい

うことで、維持管理については努めております。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 その道路維持補修事業の中の成果説明書の見方に関してちょっとお尋ね

したいんですが、平成29年の最終予算時には１億6,800万円、平成29年の決算時に

は１億4,300万円、このうち国・県の支出金の合計が約2,200万円あるんですが、予

算時に2,200万円、決算時に2,200万円、この変動のない理由は何なのか、教えてく

ださい。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 成果説明書85ページの上段の道路維持補修事業の国庫支出金と県支

出金において、最終予算と決算額が同じなのはなぜかということについてですが、

国庫支出金1,498万 4,000円の内訳は、社会資本整備総合交付金となります。修繕計

画に基づき、舗装・修繕事業に係る交付金です。平成29年度の当初予算では2,802

万円を計上しておりましたが、平成29年３月31日付で国土交通省から宍粟市への割

り当て内示があり、平成29年９月の補正予算において減額補正を行った結果、最終

予算としましては、９月補正の予算額となることから、予算額イコール決算額とい

うような成果になっております。 

  同じく、県支出金につきましても、750万円は、当初より750万円です。こちらに

つきましては、その後の内示等においても変更がなかったことから、同額となって

おります。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 平成29年度の事業内容のところにあります、山崎・一宮・波賀・千種、

この工事に対しての国・県からの補助が出ているという解釈でしょうか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 済みません、ちょっと先ほども申しましたが、社会資本整備総合交

付金ということで、これにつきましては、舗装の修繕計画に基づき舗装修繕を行う



－272－ 

ことに係る交付金でございます。よりまして、この工事請負費の中の一部の舗装修

繕工事について国の補助金が充てられております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 成果説明書92ページ上段になります。下水道施設整備事業（公共下水道

事業）についてお伺いします。 

  まず、接続率についてなんですけれども、拡大しているという判断になっておる

んですけれども、それにしましてもまだ90％を切っておる状況です。 

  この接続がどんどん伸びているという状況ではないと思うんですけれども、この

状況をどのように判断しておられるのか、お伺いしたいと思うんですけれども。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用

水域の水質保全に資することを目的として下水道を整備し、接続を推進してきまし

た。公共下水道に関しまして、平成29年度末の接続率は89.8％であり、この５年間

で2.8％上がっている状況です。 

  事業目的からすれば、100％近い接続率が望ましいところですが、上がらない原

因としては、世帯における経済的な問題や、高齢者世帯に後継ぎがおられないこと、

浄化槽が普及していたことなどが考えられます。 

  浄化槽につきましては、適正な維持管理をしていれば、法的に問題ないことや、

未接続者の個人情報保護の問題で、各戸への個別指導が困難なことから、定期的に

広報等で接続のお願いをしているところでございます。 

  今後におきましても、事業効果の拡大や維持管理費に係る財源確保のために、接

続率の向上を目指して粘り強く啓発、推進していく必要があると考えております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 今、個人情報という形での個人への接続推進を図ることがなかなか難し

いと、個別にですね、ということなんですけれども、それがなかなかできないとい

うのが一番苦しい、確かにそうだと思います。広報でお伝えしても、なかなかそこ

へつながっていかないというのは、当然、難しい部分やと思うんですけれども、何

らかの方法で個別に伝えていく、理解を求めていくということは、何らかの方法を

考えていかなんだら、本当にこれ以上の伸びはなかなかないのかなと思うんですけ

れども、その辺について、何か策を考え、検討されたことはあるんでしょうか。 

○田中委員長 太中次長。 
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○太中建設部次長 かなり以前には、ダイレクトメールを送ったこともございました。

その中で、その手紙を見て窓口のほうへ来ていただいて、実際に相談に乗っていた

だいた方もございました。 

  やはり、そういうところで相談を受けてみると、私たちもう高齢者のみの世帯で

ありまして、後継ぎも帰ってくる予定がないんやと、それでそういうところで、や

はり下水道の接続には、接続費用、それとまた宅内の水回りの改修、それに莫大な

お金がかかる。やはり、それは捻出できんな。何とかならんだろうかというような、

このまま接続しないまま過ごさせてほしいというような、そういうような相談も受

けております。 

  下水道法の第13条に、経済的な問題があれば、下水道の接続は免除できるという

ような例外規定がございます。やはり、そこに照らし合わせますと、いたし方ない

のかなというふうには考えております。 

  この公共下水道エリアというのは、山崎町の山崎区域と菅野川の左岸側の城下区

域、これがこの区域に該当します。以前は、区画整理の区域があったりしましたけ

れども、その区画整理も見直しがされて、また若干動きがあるようでございます。 

  そこで、これまで改修を控えておられた方も、そしたら改修しようかということ

で接続されておられるような方もございます。 

  そういうようなこともありますので、これからも継続的に推進をしていきたいと

考えております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 過去にダイレクトメールによる相談というのもあったという状況ですの

で、毎年、毎年じゃなくても、何年かに１回は、そういう形の問いかけをしていく

ということで、相談に乗るという部分で、結局、絶対できない、無理だという人を

割り出していくという言い方も変ですけれども、つかんでいくことが、結局は、そ

の辺の推進施策につながっていくんじゃないかと思うんで、100％を目指しながら

も、やはりこの程度までしかできないという目安も持っていくということも必要か

なと思うんで、やっぱり何年かに１回は、そういう形での問いかけというか、調査

ということをしていくことは必要やと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 そしたら、この未接続の数字の分析といいますか、その把握とい

うものをこれからしていけば、さらに対策が立てやすいのかなというふうに、今、

議員のおっしゃるとおりだと思います。また、そういうところにも取り組んでまい
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りたいと思います。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 次に、その92ページの下段になります。下水道施設整備事業ですね、こ

れも雨水幹線対策事業がありますけれども、この事業計画については、計画どおり

に順調に進んでおるのでしょうか。特に、山崎、中国自動車道沿いあたりで、結構、

集中豪雨があったときに水があふれるとかということをよくお聞きした経緯もあり

ますので、その辺の進捗状況についてお伺いします。 

○田中委員長 坂井課長。 

○坂井上下水道課長 お答えいたします。 

  まず、上溝雨水幹線については、平成25年度より実施してきました整備工事にお

いて、平成28年度に本川雨水幹線の整備工事が完了し、平成29年度においては、関

連する附帯工事として、管理道及びその安全施設を整備し、上溝雨水幹線について

は、事業実施予定箇所が完了しております。 

  次に、平成29年度より事業着手しました門前雨水幹線については、今回事業予定

としております中国道から菅野川までの延長190メートルについて、測量及び詳細

設計を実施し、完了しております。 

  工事につきましては、平成30年度から平成31年度を予定し、現在、発注に向けた

実施設計を行っており、10月中旬に入札公告を予定しております。 

  また、山田千本屋雨水幹線については、市道山田下広瀬線との関連事業でありま

して、本年度、建設課が発注し契約しております市道山田下広瀬線２工区詳細設計

業務に含めて、山田千本屋雨水幹線についても詳細設計を行っており、平成31年度

からの事業用地確保及び工事着手に向けて事業を進めております。 

  現在、この雨水幹線対策事業に関しましては、事業計画どおりの進捗となってお

ります。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 成果説明書86ページ下段です。橋梁長寿命化事業に関して１点お伺いさ

せていただきたいのは、国庫支出金のことです。 

  橋のかけかえよりも長寿命化のほうが国庫支出金の割合が多いのかというふうに

事前には書いておりますが、この意図していることは、橋のかけかえには多額の費

用がかかるので、長寿命化をしていくというふうに聞いておりますので、その長寿

命化に対して国庫支出金が出ているということですが、もしそれをもう長寿命化の

策がないというときに橋のかけかえをしたいということが起こった場合、国庫支出
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金の割合が増額するのか、減ってしまうのかというところをお聞きしたかったんで

すが、いかがですか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 失礼します。宍粟市としましては、平成22年度より橋梁長寿命化に

取り組むべく橋梁点検を開始しております。平成26年度に橋梁長寿命化計画を策定

し、長寿命化に向け橋梁修繕を行っております。長寿命化計画においては、今後

100年間において損傷が大きくなってから大規模な修繕やかけかえを行うことによ

る事業費と計画的に修繕を行い長寿命化に取り組むことによる事業費を算出し、今

後100年間のトータルコストの比較を行い、長寿命化に取り組むほうが約６割のコ

スト縮減が見込まれる結果となっています。 

  なお、長寿命化修繕計画は、橋のかけかえを行わないというものではなく、橋を

長寿命化しながら修繕設計の際に、その橋の今後100年間のトータルコストを算出

し、その時点でかけかえたほうが安価となる場合は、かけかえも行います。当然、

かけかえに要する経費も国庫補助事業の対象となります。 

  橋のかけかえについては、一般道路事業で実施するよりも、国が進める重点施策

に位置づけられている橋梁長寿命化事業で実施するほうが補助金の割り当てはつき

やすい状況となっております。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 わかりました。 

  そんな中、もう１点書いておりますが、宍粟橋は大丈夫なのかということですが、

今回の災害の大雨のときなんかでも、毎回起こる台風なんかで川は決壊することも

ないわけなんですが、橋にかかってしまうということがよくあります。 

  そんな中で、渡っている道路を、消防団の方々が、ここは通ったらあかんでとい

うようなことを言われるぐらい危険そうに見えるんですが、ここの診断調査などは

されておられて、宍粟橋が大丈夫なのか、そこをちょっとお聞きします。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 宍粟橋は大丈夫かにつきましてですが、宍粟橋は県道橋であり、以

前も御説明させていただきましたが、見た目は大変古く感じますが、数年前に橋梁

長寿命化の関係で修繕工事を終えており、十分にもつ橋と考えます。 

  先日の平成30年７月の豪雨災害の後におきましても、特に県のほうからどうこう

というようなお話もないことから、問題ないものと思っております。 
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  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この平成29年度の事業内容に橋梁点検が235橋という形になっておりま

すけれども、この235橋全てについての点検を完了したという意味にとってもいい

んでしょうか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 橋梁点検、市内で235橋の点検を実施し、点検については完了して

おります。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この中で、もうすぐに着手しなければいけない橋梁とか、そういうもの

についての洗い出しというのも完了しておるというふうに考えてもいいんでしょう

か。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 235橋のうち、すぐに対応しなければならないというものについて

は、いわゆる判定４と言うんですけれども、４についてはございませんでした。と

いうことで、１、２、３という中で、長寿命化の中で順番に修繕をやっていくとい

うような結果になっております。 

  当然、来年度、長寿命化修繕計画の見直しを行いますので、その中で橋を直して

いく順番も、今回、２回目の点検をやっているんですけれども、その結果に応じて

若干変わっていく可能性はございます。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 橋梁が寿命がどうかという判断は、どういう形でされるのかわからんの

ですけれども、頑丈であるとかということも大切だと思うんですけれども、この前、

河原田で起きた水害の際に、一つの橋梁が落ちたという言い方はおかしいんですけ

れども、流されましたですね。 

  あの橋梁を見ますと、通常では考えられない工法でかかっておったと。昔々かけ

たもんやから、結構、川に対して普通やったら水平というんか、直角にかかるんが

普通なんですけれども、かなり斜めにかかっておるような状況で、設計上、普通で

は考えられない状況やというかけ方であったということをお聞きしたんですけれど

も、そういう形の橋が実はたくさんとは言えないですけれども、あるんじゃないか
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なと思うんですよ。 

  それは、現実に普通の流れではもつかもしれないけれども、ちょっとした水害の

際にはなかなかもたない可能性もあると思うんですよ。そういう意味での点検の仕

方、確認の仕方というものについては、どういう形での確認、点検ということだっ

たんでしょうか。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 今おっしゃられているのは、多分、一宮町河原田の椿下橋のことだ

と思いますが、あの橋につきましては、今回、被災原因としましては、河床の低下

によりまして、左岸の護岸が最初に崩れたということが被災原因でございます。 

  特に、橋の斜角というんですけれども、通常は川に対して直角に渡れば、一番橋

も短くて済みます。ただ、いろんな事情がございまして、あの橋は恐らく75度です

かね、というような斜角で設置されております。現在でも、75度までは認められて

おります。 

  特に、今回、椿下橋において、そうだったから被災が起きたんやというようなこ

とでは考えておりません。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 今おっしゃいました護岸側の崩壊によって橋が損傷するということなん

ですけれども、その橋の長寿命化という話の中で、結局、その橋のもとになるつけ

根の部分の護岸がという部分についての点検も同時にやっているという考え方でい

いんですか、橋の長寿命化は。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 当然、護岸というんですか、今回、椿下橋等につきましては、護岸

と橋台が一体型というものでありますので、橋台については、外観ですね、当然、

金づちというんですか、たたいて割れがないかというような確認はしております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 実質、市で管理しておる橋のことになろうかと思うんで、やはり細かい

部分、普通に決められておる状況よりももっと細かく判断していっていただいて、

地形であるとか、周りの護岸であるとかという部分を考慮していって、県とか国と

かがするんであれば、またそっちのほうの責任でやると思うんですけれども、市が

管理している以上、もっと細かな部分を注意していただいて、今回のような件がな
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かなか起きてしまうと、それこそまた大きなお金がかかるという状況でもあります

ので、市は市としての検査基準を持って細かく見ていくという方向で、後々の経費

がかからない方法をやはり考えいくというのも必要やと思うんで、その辺について

もう一度見解をお願いします。 

○田中委員長 谷口課長。 

○谷口建設課長 橋梁の点検につきましては、兵庫県で決められておりますマニュア

ルに基づいて点検するようになっております。同じ点検を行って、同じ評価をする

という形となっております。ただ、今議員が言われましたように、橋梁だけではな

く、前後の護岸等についても点検をするようにということで、それについても、当

然、必要な部分については点検を現在もしておりますし、今後も引き続きやりたい

と思います。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 続きまして、成果説明書88ページ下段です。もみじ山強化事業です。 

  平成29年度の決算額が350万円とあります。この事業内容を見ますと、もみじ山

の周辺の計画的な植樹によって人々の利用を楽しませたというふうにあります。こ

の中でですが、お尋ねしたいのは、利用者や観光客の動線を考えた植樹となったの

か、ここを１番にお聞きします。 

○田中委員長 田中課長。 

○田中都市整備課長 お答えします。 

  昨年度に、季節ごとに楽しめるよう植樹しましたドウダンツツジは、弁天池から

もみじ山までに植樹しています。モミジについては、平成28年度にもみじ山から千

畳敷周辺に植樹して、平成29年度には、百畳敷周辺に植栽しています。 

  植栽している部分は、遊歩道に沿った部分であり、利用者の動線を考慮した整備

としております。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 そのような中です。もう１点質問させていただいているのが、土の状態

や木の根っ子が踏まれて、状況が悪いんではないかという地元の方々や観光客の

方々の御意見を聞いたことがあります。そこら辺はどのように考えておられるのか、

教えてください。 

○田中委員長 田中課長。 
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○田中都市整備課長 モミジの根が踏まれること、また周辺の地盤が踏み固められる

ことによりモミジの状況が悪くなるのかを樹木員に確認したところ、モミジには少

なからず影響が出るということでありました。しかしながら、モミジの根は、枝張

りと同じぐらいに地中に広がりまして、公園の一面に根が生えている状況でありま

す。 

  イベントに来られた方は、遊歩道を散策しながら鑑賞される方や、色づいたモミ

ジの近くで写真を撮影される方など、さまざまな楽しみ方をされます。モミジも重

要でありまして、鑑賞される来訪客も大切にしたいと、両方に重きを置いて、難し

い課題でありますが、モミジの管理と保護を専門家に相談しながら考えてまいりた

いと思っております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 関連です。 

  このもみじ山のモミジの植栽なんですけれども、このモミジの苗等は、市のほう

で、産業部のほうで育成苗をつくっておるというふうに聞いておるんですけれども、

そのものを使用されておるのか、また別のものなのかをお聞きしたいんですけれど

も。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 このもみじ山の植栽に関しましては、業者のほうへ植栽工事とし

て発注しております。それで、その中で苗木の購入も積算に入れて発注しておりま

すので、産業部のほうで育てている苗木ではなく、一般市場から買い求めた苗木と

なっております。 

  それで、また食害とか、そういうようなことも考慮しまして、高さ３メートルの

大きな苗木を植栽を第１年度にしております。第２年度には、３メートルとなると、

やはりかなり高額になりますので、若干低くして2.5メートルの苗木ということで

業者が購入して植栽しております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 私が聞かんとしておったところを答えていただきましたので、ともかく

食害による苗木の損傷というのは、本当に目に余るものがありますので、やはりそ

ういう部分で、ある程度成長したものを植えていくということが、最終的には高額

であっても、最後にはそれが実になるという形になろうかと思うんで、やはりそれ
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は続けていっていただきたい。 

  その上、やっぱりいろんな意味で公園整備をするときに、結局、産業部がやって

おることも考慮に入れて、その辺の関連性を持ってやっていくということは大切や

と思うんで、それも生業づくりという形の施策でもありますので、やはりそれをど

んどん利用していくことによって次なる事業展開というものがふえてくると思うん

で、その辺のことも念頭に置きながら進めていくということは必要やと思うんで、

その辺、見解をお願いしたいと思います。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 市全体として取り組んでおります、生業づくりとか風景街道、こ

れの関連で苗木は育てられていると思いますけれども、このこととも、この公園単

体ではなくて、宍粟市を線なり面で捉えまして、関連づけて進めていきたいと考え

ております。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 成果説明書89ページです。これは、下段ですね、福祉世帯への水道料金

などの助成事業760万円の事業に関してお伺いします。 

  これに、市民税が非課税の世帯などに対して水道料金の一部を助成するというふ

うになっております。そこでのお支払いの流れをちょっと確認させていただきたか

ったんですが、助成された後、残額を請求するのか、それとも世帯が支払いをされ

た後に返金するのかなとどいうちょっと細かいことですけれども、そこの流れを教

えてください。 

○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 先ほどの神吉委員の御質問ですが、まず福祉世

帯水道料金等の助成の方法ということだと思います。それにつきましては、毎月の

料金請求する段階に、使用者の方へ、まず助成金を除いた料金を請求させていただ

きまして、それと同時にその差額分、助成金部分を一般会計のほうへ請求させてい

ただいておると。で、料金収入のほうへ充当させていただいておるというような形

をとらせていただいております。ですので、助成された残額を請求しているという

ことになります。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 その手法がわかりました。その金額というのは、もちろん請求書の中に

記載されていて、これだけを助成しておりますというふうに見えるものなんですね。  
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○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 明細のほうは、ちょっと表示はなかったかなと

思いますが、差し引きされた額での請求という形でとらせていただいておるという

ようなことが現状です。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 ということは、対象世帯数が900ほどあるというふうになっています。

その方々は、御自身が助成を受けている対象になっているということを御存じない

ということですか。 

○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 これにつきましては、もともと各個人の方から

申請はいただいております。その後、審査しまして、その中で認定にならない方も

ございますし、認定になる方もいらっしゃいますということで、その中には、新規

認定という方もいらっしゃいますし、申請してから、一旦、この年は１年間はちょ

っと認定になりませんよという方もございますし、新たにまた対象になってくる、

再認定される方もいらっしゃるというようなことで、御本人さんは、あくまで申請

をされて、その年について、年度によっては当たらないときがあったりとか、また

新たに当たってくるという、再認定されるというような形での流れとなっておりま

す。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 わかりました。 

  それと、そこの数値目標、目標というのが正しいのかどうかわかりませんけれど

も、当初には900世帯を目標としており、結果、820世帯に対して助成をしたという

ふうになっています。この900という根拠的なものは何なんでしょうね。 

○田中委員長 小池副課長。 

○小池水道管理課副課長兼管理係長 この根拠なんですが、これは平成28年度の実績

数に新年度に新たに認定される方を見込んだ数が900、目標の数として設定をさせ

ていただいております。それが平成29年度実績数については、先ほども言いました

新規認定、または再認定される方、申請がされておっても認定の取り消しがある方

の増減が出てくるということもございまして、目標数イコール実績数とはなってい

ないというような状況になっております。 
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  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 済みません、時間がありますので、ちょっとお聞きしておきたいと思い

ます。 

  下水道に関してなんですけれども、下水道はいろんな形、農業集落であったり、

公共であったり、コミュニティ・プラントであったりと、いろいろとあるんですけ

れども、ここに、90ページの下段に合併浄化槽設置事業というのがございます。い

まだにまだこういう形での下水処理を新設される方もあるという状況なんだと思う

んですけれども、よく議論の中にあります、下水道の導水管の老朽化による新設・

更新工事というものも必要になってくるという段階で、人口が減ってきて件数が減

ってくる中で、果たしてそれがそのままどんどんどんどん更新していってもいいの

か悪いのかという部分も出てこようと思うんです。 

  その中で、件数の少ないところに、この合併浄化槽的なものに変えていただくと

いうような方法で、その分を減らしていく、後々の管理を減らしていく、合併浄化

槽の維持管理の補助金を出すことで、そっちのほうに移管していただくというよう

な方法もあるんじゃないかというような議論が出たこともあります。その辺につい

て検討とかということはされたことはないんでしょうか、お聞きしたいと思うんで

すけれども。 

○田中委員長 太中次長。 

○太中建設部次長 まだ、詳細な検討は行っておりません。ただ、先ほど言われまし

たように、下水道もどんどん人口が減っていって利用者が減ってくると、結局、設

備というものは、規模が変わらなければ、少ない人数でそれを担っていただくとい

うような、非常に不安定なものとなります。 

  ですから、そういう更新の時期には、どんどん人口減少が起きる場合は、まず施

設のダウンサイジングということを当初に考えます。その中の究極のダウンサイジ

ングが、先ほど言われました小型合併浄化槽ということになると思います。 

  これから下水道も、これだけの区域があるわけなんですけれども、全てを更新し

て、全てを運営していくという方針は、まだ固めておりません。来年度から、下水

道にしても、水道と同じく統合というようなことも考えていかなければならないと

考えています。 

  そういうような統合計画を考える中で、そういったことも加味しながら計画を練

ってまいりたいと考えております。 
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○田中委員長 一応、通告の提出あったものは終わったんですけれども、ほかに関連

等がありましたら、委員の方、ありませんか。 

  それでは、これで建設部に対する審査を終了いたします。 

  午後１時まで休憩します。 

  午後の委員会を１時より再開します。 

  御苦労さまでした。 

     午前１１時３８分休憩 

                                       

     午後 １時００分再開 

○田中委員長 委員会を再開します。 

  決算委員会第３日目午後の審査をよろしくお願いします。 

  健康福祉部の説明に入る前に、説明職員の方にお願いします。 

  説明職員の説明及び答弁は、自席着席にてお願いいたします。 

  また、説明職員が説明及び答弁するかが委員長席からわかりづらい場合がありま

すので、説明職員は挙手をし、「委員長」と発言して、委員長の許可を得て発言し

てください。 

  なお、事務局よりマイクの操作を行いますので、赤いランプが点灯した後、発言

してください。 

  それでは、健康福祉部に関する審査を始めます。 

  資料については、あらかじめ目を通していただいておりますので、必要な部分に

ついてのみ簡略に説明をお願いします。 

  健康福祉部、お願いします。 

  世良部長。 

○世良健康福祉部長 平成29年度の決算審査に当たりまして、健康福祉部の事業概要

についての概要を説明させていただきます。 

  平成29年度、宍粟市では、森林から始まる地域創生をさらに加速させ、人口減少

に歯どめをかけるべく、地域創生アクションプランに基づいて施策を進める中、健

康福祉部におきましては、本庁部門４課、市民局管轄の保健福祉課３課、二つの診

療所、計140人の職員体制で、特に「子どもが健やかに育つまちづくり」「保健・

医療・福祉が連携した安心のまちづくり」を重点に取り組みを進めました。 

  １点目の「子どもが健やかに育つまちづくり」につきましては、まず子育て環境

の整備としまして、子育て世代包括支援センターを新規に開設し、産前から産後ま
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で切れ目のない支援を行うことで、一人一人に寄り添ったサポート体制を構築し、

母子の相談支援を強化いたしました。 

  また、新生児の聴覚検査、１カ月児健診、産後健診への費用助成を拡充し、子育

て世代の経済的不安の軽減を図るとともに、宍粟市の独自事業としまして、宍粟総

合病院と連携し、乳房ケア事業を開始するなど、安心して出産・育児ができる環境

整備を進めました。 

  さらに、出会い応縁事業による出会い交流イベントの開催や出会いの場の創出支

援による結婚のきっかけづくりの取り組みを行いました。 

  次に、２点目の「保健・医療・福祉が連携した安心のまちづくり」につきまして、

地域包括ケアシステムの具体化、ノーマライゼーション社会の実現に向け、高齢者

福祉計画と第７期介護保険事業計画、第３次障害者計画、第５期障害福祉計画を策

定するとともに、平成30年度の策定に向け、健康増進計画、食育推進計画の策定作

業に着手し、アンケート調査の実施とその分析を行いました。 

  また、平成28年10月に兵庫県地域医療構想が策定されたことを受けまして、宍粟

市における地域医療の課題と取り組むべき方向性を明らかにするために、医師会、

歯科医師会、宍粟総合病院ほか関係機関と協議を行い、「宍粟市地域医療推進のた

めの基本方針」を策定いたしました。 

  健康づくり事業といたしましては、自主的な運動習慣や健康づくりのため、健康

ウォーキング教室や産業部と連携した地産地消の推進、食の講演会、健康づくりポ

イント事業等に取り組みました。 

  高齢者福祉におきましては、支え合える環境づくりや高齢者の社会参加、生きが

い活動を推進するため、地域活力を生かした通いの場の展開や、いきいき百歳体操

の推進など、介護予防への取り組みを強化し、健康寿命を延伸するための取り組み

を進めました。 

  障害福祉では、手話施策推進方針に基づく意思疎通支援事業を拡充し、市民や児

童を対象とした手話講座を開催するなど、言語としての手話の普及を促進しました。  

  社会福祉においては、生活困窮者・生活保護者を対象に、就労に対する意欲の喚

起や日常生活習慣の改善、就労に向けた就労準備支援事業に引き続き取り組むとと

もに、新たに就労支援事業を一体的に実施し、就労準備段階から定着まで切れ目の

ないサポートに取り組みました。 

  以上が、平成29年度における健康福祉部の重点事業の概要となります。 

  この後、個別の事業につきまして、質疑にお答えをさせていただきます。よろし
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くお願いします。 

○田中委員長 健康福祉部の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑通告が提出されておりますので、通告がある委員から順次質疑を行ってくだ

さい。 

  浅田委員。 

○浅田委員 それでは、順次、質疑をさせていただきます。 

  まず私のほうは、成果説明書の58ページの下段です。生活困窮者自立支援事業の

うちの学習支援事業について、お尋ねをいたします。 

  事業の成果・評価等の中で、課題を整理したと。それで、平成30年度につないで

いったというふうに書かれております。いわゆる、小学校訪問を通じて、どう課題

を整理したのか、また先進地視察における課題をどう、いわゆる事業推進に当たっ

てどういうふうな課題整理をしたのかということをお尋ねします。 

  その課題整理の結果として、宍粟市は、この学習支援事業をどういう形で進めよ

うとしたのか、平成30年度へつないだのか、その点もお尋ねをいたします。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 それでは、先ほど御質問がありました生活困窮者自立支

援事業（学習支援事業）につきまして、課題の整理の点について御説明をさせてい

ただきます。 

  宍粟市では、生活困窮者自立支援事業（学習支援事業）につきまして、平成29年

度から具体的な取り組みを行ってまいりました。そのことにつきまして、先ほど委

員が言われましたように、小学校全校への訪問、また教育委員会との調整、代表学

校長との調整等を行ってまいりました。 

  平成29年度につきましては、事業実施とは至りませんでしたが、平成29年度、学

校の訪問をするに当たり課題も整理でき、次の年度につなげられたと思っておりま

す。 

  その課題につきましてですが、小学校の訪問を行いまして、学校での学習支援、

また生活困窮者自立支援事業についての、まずはその点の理解を学校に求めてまい

りました。 

  その上で、学校にいる児童の学習についての困り感、また生活の中での困り感等

について伺う中で、現在、学校が取り組んでおられる学習支援、さまざまな市では

学校授業教育以外の学習の施策をとっておりますので、そのことについてお話を伺
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いました。 

  具体的に申しますと、教育委員会の施策が主となりますけれども、教育委員会で

は、学童保育事業、また放課後がんばりタイム、そして放課後まなび塾として、教

育委員会の各部局が展開する学習にかかわる事業、また社会学習に関係する事業を

取り組んでおります。 

  その中で、参加する児童の動向であったり、保護者の動向、またそれが参加でき

ない児童の状況についてお伺いしました。 

  その中で、児童の課題としては、その場所への通所、通うことについての課題が

ございました。 

  また、その事業に参加することについて、児童が家に帰ってからまた通所すると

いうこともあったり、帰りに通所するということがありましたので、保護者の働き

ぐあいによって、それが可能であったり、可能でなかったり、そういうようなこと

を学校から聞いております。 

  平成29年度は、そのように一定の課題を整理した中、年度が終わり、平成30年度

の事業執行を迎えたわけなんですけれども、平成30年度の執行に当たり、年度当初

から各校にもう一度回り、その課題の点を整理させていただきました。 

  学校によって、校長先生、教頭先生、教員体制も変わられた学校もありますので、

改めて社会福祉課が取り組もうとする生活困窮者の自立支援事業の説明を行い、そ

の学校の課題の点を確認しながら、平成30年度を迎えております。 

  平成30年度を迎えて、この今言いました教育委員会による施策の展開は継続して

ある中で、学習支援事業としてどのように事業を展開するか、それについては、現

在、各学期ごとに学校のサイクルが回っておりますので、今申し上げた教育委員会

施策についても、学期ごとに展開をしております。 

  その中で、長期休業、特にこの夏休みの40日間については、学校から児童が離れ、

途中、登校日等はありますけれども、学校から先生等の指導等が行き届かないとい

う御不満等も学校から聞き、その中で、学校休業中に一定の条件といいますか、整

理のもとで、学習支援事業を実施しようという素案を持ちまして学校に説明を行い、

協力・支援いただける学校について、平成30年度、３小学校がございましたが、夏

休みの期間、夏休みがんばり教室として学習支援事業を実施しました。 

  以上、簡単ですが、御報告をさせていただきます。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 課題としては、いわゆる通所の問題と、それから保護者の仕事のありよ
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うで通所ができる子とできない子があるということの２点ということで理解してよ

ろしいですか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 その一番のもとであります生活困窮に係る経済的なもの

につきましては、その大前提でありまして、この事業を意図とする生活困窮者の世

帯における児童の支援ということがございましたので、生活困窮の定義、また生活

困窮のある世帯とはどういうふうに定義するかということは大前提でありました。 

  その中で、その通う児童についても、児童の学習支援事業を実施した場合、その

児童のプライバシーであったり、また保護者の理解、逆にその事業を実施すること

で疎外感がないか、そういうことも事前に学校と調整し、この８月の夏休みを迎え

ました。 

  報告をさせていただきます。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ということは、まずこの事業の制度そのものは、課長が言われたように、

生活困窮者の自立支援事業ということですけれども、実施に当たっては、そういう

ふうなことではなしに、全体的な取り組みとして、対象者を限るのではなく、もっ

と広い範囲の中で実施しようというふうに整理をされたのかということと、それか

らもう１点は、やはりこの事業については、宍粟市のこれから展開する上での考え

方、いわゆる訪問型にするのか、成果説明書のところでも書いてありました。先進

地視察による訪問型学習支援事業の課題を整理したというふうに書いてあったんで

すけれども、今後、平成29年度、いろいろ課題を整理した中で、宍粟市としては、

どういう形でこの事業を進めようと結論が出たのか、出ていないのか。出たなら、

例えば訪問型でいくのか、集合型でいくのか、直営でするのか、委託にするのか、

当然、こういう広い行政区域を持っております。小学校区もたくさんありますので、

全市的に展開するとなると、非常にスタッフの問題等もあろうかと思いますので、

その辺の課題はどう整理をし、それにどう対応するという方向が出ているのか。出

ている部分があったら、教えていただきたいと思います。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 先ほど御意見をいただきました児童の募集につきまして

は、一定、学校にも当課が趣旨とする生活困窮自立支援ということの大前提を説明

させていただいた上で、学校で学習に困り感がある、また生活の中で一部そういう

面がある、心配されるということは申し上げた中で、ただ、その児童・生徒を対象
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として限定としたものとするのは、児童の生活上、また今後の学校生活、学習支援

のあり方についてもどうかなという御意見も学校からいただき、ことしの８月の夏

休みの実施については、全て拾うということで言うと、全校生徒ということになり

ますけれども、会場等の制約もあり、一定の学年、また学校として、この社会福祉

課が実施する事業に参加してもらいたいなと、参加したらこの子にとっていいだろ

うなという児童については、保護者等にもその事業についての周知をより綿密に行

っていただき、児童の参加をいただき、開催をいたしました。 

  今後の市の方針をお尋ねをいただきましたけれども、今回、この８月については、

集合型といいますか、一つの会場に児童が集まる形でさせていただきました。 

  昨年度、視察をさせていただきました京丹後のほうでは、訪問型の学習支援事業

を過年度より取り組んでおられ、その内容についてもいろいろと勉強させていただ

きました。 

  昨年度の視察の中で、その訪問先から、また帰ってきて、視察職員の検討会の中

で出た課題といいますか、意見として、学校先進地、視察先のほうでも、一定の経

済上の制度でもって児童の学習支援をしておるんですけれども、その場合、他の児

童とのおつき合いであったり、プライバシーの問題、子どもづき合いの中での学校

生活、その辺については、大変配慮しておるということでありました。 

  京丹後市では、13名の児童が平成29年度の時点で参加をしており、その数が多い

のか少ないのかというのは、先方の視察で受け入れてくださった方も言っておられ

ましたが、現在はそのように実施しておるということを聞いております。 

  その上で、今年度実施するに当たり、経済上のさまざまなことの中で、市のこの

事業を実施するに当たり、その経済上の困窮制度を生活保護でやったり、ほかの制

度の経済支援が既に受給者であることを理由とした実施はしないという方針で学校

とも確認し、実施をしました。 

  ただ、その学習支援事業の根幹にあるものは、生活困窮者の自立支援であります

ので、その点は十分踏まえながら行きたいと思いますが、今年の夏の実施について

は、その分は検討、配慮といいますか、そのことは視野に入れながらも、募集に当

たっては、そこは考慮はしておりません。 

  今後につきましては、この平成30年度のこの９月期に当たっては、まだ次なる方

針は決まっておりませんけれども、この冬期、冬休み中の、また中長期の休みがあ

りますので、その中での実施検討や、あと２学期・３学期の平日における実施がで

きないか等については、学校とさらに詰めていきたいと思っております。 
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  訪問型の学習支援とするか、また集合型の学習支援とするか、それぞれ特徴があ

りますが、現時点でこの社会福祉課で取り組む事業としては、集合型を基本とし、

訪問型もさらに検討を重ねるということで、今現時点では思っております。 

  また、直営でするか、委託でするかという点につきましては、現時点では直営で

行っていく予定でおります。ただ、事業の広がり、また広い宍粟市の中で、市民が、

また児童が、この事業の参加、また出席をすることを可能とすることを考えれば、

さまざまなやり方で考えていかなければならないと今思っております。 

  具体的な方針等は、９月期においては明確な方針立てはしておりませんが、実施

の中で考えていきたいところもあります。 

  以上であります。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 最後にします。平成29年度の決算審査ですので、平成30年度等のことに

ついては触れません。いわゆる、平成29年度、課題を整理した段階ですので、今後、

平成30年度、平成31年度と、そういうふうな形で進む中でいろいろと検討されると

思いますので、不公平がないように、全市的な対応というのも当然考えていかなけ

ればならないだろうなというふうに思いますので、その点も含めて、十分、今後の

検討も加えていただきながら進めていただきたいなと思います。 

  私のほうは、以上です。答弁は要りません。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この生活困窮者自立支援事業の学習支援事業なんですけれども、今、浅

田委員の質問に対して的確なお答えが返っておったと思いますので、多くはありま

せんが、先ほどちょっと私の聞いた中で、生活保護家庭については、この生活困窮

者という定義からは外れるという認識でよろしいんでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 生活困窮者の中に生活保護家庭は内包されておりますの

で、そのことを申し上げます。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 どちらにしろ、かなりシビアなところでの判断になろうかと思うんです

けれども、やはりプライバシーであり、子どもさんが団体の中で動くに当たって、

特定の人をそういう形で助成していくということに対しての周りの目というもの、

やっぱりこれは当然、あってしかるべきものだと思いますので、どういう形でやっ
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ていくか、本当にここのところは慎重に進めていかなあかんと思うんですけれども、

やはり今やっておられること、先ほど浅田委員からありましたように、次々と進め

ていくことについては、今言うべきことじゃないと思うんですけれども、その課題

を整理した上での慎重な対応というのは、これからもきっちり検討して、よりよい

制度となるようにしていっていただきたいなと。それに対しての予算がどれぐらい

かかるのかという分については、これはいたし方ない部分であろうかと思うんです

けれども、やはりそれによって勉強におくれが出るとかというようなことがないよ

うに、なるべく支援できる方法を探っていただきたい、それをお願いしたいと思い

ます。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 引き続き平成29年度の取り組み、平成30年度の夏休みの

実施を迎え、今年度、まだ下半期があります。この児童たち、また市内に住む保護

者の皆さんが、この法のもとで、また宍粟市が取り組む事業で、明るい学校生活で

あったり、子どもたちの生活に少しでも近づくように頑張っていきたいと思います。  

  ありがとうございます。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 今、課長もいろいろ慎重に話をされておったぐらい、非常に判断の難し

い部分だと思うんですけれども、まず一つ事実というか、確認したいんですけれど

も、生活支援者世帯の子どもたちが学力が低いのかということが聞きたいんですけ

れども、そういうことはえてしてどうですかね。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 これは、国のほうの厚生労働省等の報告に基づくもので

ありますが、経済的に苦しい家がイコールとして学力が低下しておるということで

はございませんが、そのような傾向が見られるというのは、事実、厚生労働省及び

国等の発表及び資料等で出ておるところであります。 

  以上です。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 そうだと思うんですけれども、即、低いというわけじゃないとは思うん

ですけれども、一番大事なのは、さっきも話題が出ていますけれども、本人のプラ

イバシーの問題、これが一番子どもたちというか、その年齢にとって人と違うこと

をされるということに対して、すごく自分の心をちょっと傷つけられるという部分

が一番大事な部分だと思うんですけれども、これは本当にやる方向で、今、慎重に
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検討されているんだと思うんですけれども、そこの部分をどうクリアするか、そこ

が一番当局も思っておられるんですけれども、この本人のプライバシーを阻害しな

いかどうか、そしてまた本人がそういうみんなと違う行動なり援助されることに対

して敏感に感じるものだと思うんで、その辺が一番ポイントになって、さらに慎重

な対応をお願いしたいなという思いがあるんですけれども。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 今、委員がおっしゃったように、児童が参加し、またそ

の保護者がこの教室に参加することで、逆に心を痛めるようなことになれば本末が

転倒するわけでございまして、市職員は、当然、その意識は高めておりますが、協

力いただく支援者の方もこれから事業の広がりとともに、多くの支援者の方の支え

をいただかないと、市内の広い範囲で展開できることも難しいかなと思います。 

  ただ、そのときには、単なる学習教室であったり、ただ学習の点数を上げるとい

う直接的なことではなくて、この事業の生活困窮・自立支援の狙いとするところ、

趣旨とするところ、そしてその対象が一番敏感な子どもたちであることというのは、

事前によく事業の説明をしながら展開をしたり、自分たちも取り組んでいきたいと

思っております。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 先ほどいろいろ聞かせていただいて、大体理解はしたんですけれども、

実際、この平成29年度の相談件数ってどれぐらいあったんですかね。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 この生活困窮者自立支援事業の学習支援事業については、

相談件数、または相談者というのは、保護者のほうからは受けておりません。また、

受け付けというのもしておりませんので、その件数というのはございません。 

  以上です。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 また同じところなんですけれども、まずこれは基本的には小学生を対象

ですか、中学生・高校生は今のところは対象じゃないんでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 今現在、宍粟市社会福祉課では、小学生を対象とした事

業展開を考えております。 

  ただ、今、今井委員がおっしゃられますように、中学生・高校生も、この生活困
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窮者自立支援事業の学習支援事業の対象として、より手だてを考えていきましょう、

子どもたちの社会に出てからの中で、そういうことを支えていきましょうというの

が、厚生労働省等の指針の中でも出ております。 

  なかなか学習の指導面、またこの生活の指導、居住のこともありますので、中高

生については、現時点では、少し市社会福祉課としては実施の予定はございません

が、そのことも考えながら、小学生を対象とした事業展開を心がけておるところで

ございます。 

  以上です。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 わかりました。 

  あと、一応１名ということなんですけれども、13校の小学校、あるいは今後、中

学・高校とか、そういうことまで広げていくとかしたら、とりあえず13校の小学校

という形だけでも、１名で人員的には十分だったんですか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 今、学習支援の専門員としては、１名、社会福祉課に職

員が着任しております。あと、主任相談員が社会福祉課にはおりまして、生活困窮

者自立支援事業に係る主任相談員なんですけれども、その者が兼任として２名で平

成29年度、また平成30年度、この学習支援事業に取り組んでまいりました。 

  また、私、課長も、前任の課長もなんですけれども、その補佐として当たってお

ります。 

  小学校が、現在、12小学校が市内にございまして、学校の確認、また事業の展開

について、事務局の運営としては、職員としては、今現在の配置いただいておる職

員でいけるかなと思いますけれども、実際の学習支援の現場を運営したり切り盛り

していくには、支援者の協力、またさらなる職員の協力というのが必要かと思って

おりますが、これについては、夏休みについては、さまざまなといいますか、その

事業内容を聞き、社会福祉協議会の職員の皆様が臨時で支援に入ってくださったり、

あと山崎高等学校のほうに赴きまして、この学習支援事業の内容、また趣旨等も校

長先生・教頭先生に説明させていただいた中で、高校生が学習支援に協力してくだ

さる募集をお願いでしょうかということをお願いし、今年の夏については、12名の

高等学校の生徒が、この学習支援者として協力をいただいております。 

  いずれにしても、この事業の趣旨が十分理解していただいた中で協力をしていた

だくというのが一番かなと思っております。 
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  以上です。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 わかりました。やっぱり、すごく大事なことやと思うんです。教育委員

会とこの福祉のほうとが一緒になって、どうしても生活面と関連してくると思うん

で、学習的な部分も。そういう意味では、すごく大事なことやと思うんです。平成

30年度のことをちょっとなかなか、それはまたそれで聞かせていただきますんで、

頑張ってやっていただきたいと思います。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 それでは、次の項目に移らせていただきます。成果説明書の60ページの

下段です。高齢者通いの場づくり支援事業、介護保険事業特別会計の関係でござい

ます。 

  まず、ここの成果説明書の中からはちょっと読み取れなかったんで、１点お尋ね

をしたいと思うんですけれども、この事業に継続して参加されている方に対して、

例えば介護度への効果であるとか、要介護が要支援になったとか、あるいはまた医

療費削減の効果ですね、例えば毎週週１回病院に通っていたのが隔週になったとか、

そういう医療費への削減効果等の把握について、取り組みをされたかどうか、まず

お尋ねいたします。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 介護度の効果や医療費削減効果の把握のためのデータの取得に

ついての取り組みはないわけですけれども、毎年度、教室の数がふえたり、参加者

がふえていくというようなところで効果があるというふうに担当課としては確認し

ております。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 この通いの場と社会参加という点と、それからその中でいきいき百歳体

操もされている場所もあろうかと思いますので、そういったところも、そういう参

加されている方は２年も３年も継続的に参加されている方が多いんではないかなと

思います。 

  やはり、この事業を推進した効果を図る上では、できれば市としては難しいかも

わからんのですけれども、何か目に見える効果、いわゆる介護認定をされた方がこ

の事業に参加することによって介護度が下がりましたよ、これが一番誰にも目に見
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えることであるし、参加されている方も、それが非常に大きな励みになるんではな

いかなと思うんです。 

  どういう方法がいいのかはわからないんですけれども、やっぱりそういうことも

含めてちょっと検討が今後必要ではないかなと。でないと、今上がっている成果と

いうのは、通いの場が何カ所ふえましたという成果指標しかありませんので、やは

り何かアピールというんじゃないんですけれども、実質、介護保険の会計にプラス

になったと、あるいは医療費の削減が幾らかできたと。医療費削減というのは、非

常に統計的にというか、集計が難しいと思いますので、一番担当部としては介護度

の関係かなと思いますので、一応、これはどういう方法がとれるかも含めて検討も

していただければなと思います。いかがでしょうか。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 通いの場の取り組みにつきましては、全国的なことですので、

効果を把握しているところの情報、先進的な取り組みの情報を収集して、傾向や分

析の参考としていきたいというふうに考えています。 

  参加者の数値目標としましては、現在、教室の中で体力測定を取り入れています

ので、御本人様については、３カ月、半年後、１年後の体力アップやったり維持と

いうようなところの目標としては活用いただいているかと思いますので、このデー

タの集計などを通して、そういう効果の把握ということができないかというような

ことも調査していきたいと思います。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 次の質問ですけれども、この通いの場というのは、その位置づけですね、

どういう位置づけでされているのか、いわゆる地域包括ケアシステムを構築する上

で、生活支援サービスの担い手、あるいは担い手となる組織、そういう位置づけな

のかどうかというのを、まずお尋ねをいたします。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 通いの場の位置づけですけれども、介護予防・日常生活支援総

合事業の介護予防事業の住民主体の場というふうに捉えております。思いとしまし

ては、通いの場は体操だけにとどまらず、地域の住民が集まることによって、参加

者同士の見守り活動や、ちょっとした困り事の助け合いなども行えるように、住民

主体の担い手の一つとして発展していったらいいなと、そういうところにつなげて

いけるようにというようなことは考えたいというふうに思っています。 

  以上です。 
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○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。今、それが通いの場の中から地域へ出て、現実の各それ

ぞれの高齢者、支援が欲しい方への家庭の中にも入っているのかどうかということ

の実例がちょっとわからんのですけれども、今、もしそういう例えばある通いの場、

この地域では、その通いの場だけではなしに実際的に電球の球の交換をされていま

すよとか、そんな事例の場所があるのかどうか、お尋ねいたします。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 通いの場の中では、まだ見守り活動のところにとまっているか

と思うんですけれども、生活支援、買い物とかのところでの支援としましては、現

在も社会福祉協議会と連携しまして、自治会の福祉連絡会へそういうグループがで

きていかないかというようなところで働きかけを行っているところです。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。通いの場は、引き続き広く実施場所、それから参加者も

ふやしていただきたいなということと、それからやはり根本的には包括ケアという

全体的な流れがございますので、生活支援サービスを担っていただける主体をふや

していく、実施団体をふやしていく、ボランティアグループもさることながら、や

はり地域住民組織の、そういう組織づくりというのも非常に大切な部分ではないか

なというふうに思いますので、その辺も推進していくほうが私はベターではないか

なと思いますけれども、まず最後にその点だけお尋ねをいたします。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 今の段階では、なかなか目に見える形で進んでいないわけです

けれども、委員のほうから御指摘のありましたとおり、推進してまいりたいと思っ

ております。 

  以上でございます。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 同じく、高齢者通いの場づくり支援事業のことについてお伺いします。 

  事前の質疑書でお渡しさせていただいているのが、先ほど浅田副委員長からの質

疑と同じような内容なんですが、通いの場を創設するためだけの予算なのかという

ことだったんですが、この334万5,000円の事業の内容に関してなんですが、通いの

場を新たに９カ所などふやしたよというように、平成29年度の当初89カ所から98カ

所に９カ所ふやしましたというのが事業の成果、評価をそこでするということにな
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ってしまうのかということがお聞きしたかったんですが、場所をつくるためだけの

事業ではないと思っていたんですが、それをもう一度お願いできますか。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 もちろん、場所をつくるための事業だけではありません。まず

一つは、介護予防でありますし、もう一つは、社会参加や生きがい活動を推進する

という目的もあります。そういう方向に進めていきたいと思っております。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 わかりました。そこで、継続させるための予算はどうするのかというこ

とをお聞きしていたのが、これが新たに何カ所かふやしていこうという、この事業

をふやしていけばいいという事業のように見えていたので、これを続けて、この活

動の内容を見守るという活動の予算は、この事業費の中で見ていこうというふうに

されているのか、また新たに継続させるための場づくりではない、運営の事業とい

うような形でも見ていかれようとしているのか、そこを教えてください。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 もともと、この平成26年度からいきいき百歳体操教室というよ

うなものを行っておりました。この教室を、さらに地域づくりによる介護予防とし

て住民運営の通いの場へと拡大、継続を図るために、昨年度、事業の見直しをしま

して、通いの場づくりへの運営支援を開始しているところです。補助金を交付とい

うことで、支援をしているということです。 

  また、講師派遣による応援事業を充実して、事業の継続をさらに効果のある運営

の場にできるように推進に努めていきたいというふうに考えております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 それでは、また私のほうから、次は成果説明書の61ページ上段です。意

思疎通支援事業、このことについてお尋ねをいたします。 

  この手話講座の開催という成果が出ております。この平成29年度の手話講座の開

催は、どういう考え方を持って、例えばどの年代を中心に広く講座を開催しようと

したのか、その点をまずお尋ねをいたします。 

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 お答えいたします。 

  手話講座の開催についてでありますが、特に対象の年齢になるわけですが、幼少

期、あるいは学齢期といった子どもたちがほとんどでありますけれども、各学校園

所などで行っているのが実態でございます。 
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  14件講師を派遣しておりますが、そのうちの10件については、学校園所などへ行

っているところです。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。特に、大人も含めての手話講座というのも非常に大切だ

と思いますけれども、やはり小さいときから手話に触れる、できるできないは別と

しても、手話というのがある。手話はどういうものかというのも、広く小さい年代

から知るというのは非常に大切だと思いますので、今、お答えにあった幼少期・学

齢期というのを、それを今後どう位置づけていくのか、これが平成29年度だけなの

か、いやいや今後も含めて、そういう就学の年齢を対象に継続的に、例えば幼稚園

で１回か、小学校低学年で１回、高学年で１回、中学校で１回とか、高校で１回と

か、そういうふうな系統立て、年代に応じて実施していこうとするのか、この平成

29年度の成果を見て、その成果と課題というんか、どういうふうに捉えたかという

のを、もし評価されておりましたら、お聞かせください。 

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 平成29年度の実績・成果を踏まえて、既に学校で継続的

に取り組んでいこうとされている学校については、さらに継続して行っていただき、

まだ取り組みのない学校園所などもございますので、これはもう学校それぞれの判

断でございますので、開催のほうを促しながら拡大を進めていきたいと思っており

ます。 

  一方で、じゃあ子どもたちだけでいいのかということでありますが、手話をなる

べく小さいときから触れていただくということと同時に、大人の皆さんであります

が、最近、いきいき百歳体操のところで手話の普及に行ったりもしております。ま

た、公共的な団体、特に消防であったり、それから公立病院、それからあと学校の

先生方へも、こういった講座のほうを広げていこうというふうに取り組みを進めて

いるところでございます。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 それから、派遣件数が860件というふうに成果説明書にありました。こ

の860件というのが、非常に私は多くなったなという感想なんです。今の障害福祉

計画を見てみますと、目標年度の平成32年度で770件ということでございましたの

で、この平成29年度、初年度ということからすると、この手話を広めていこうとい
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う取り組みをしている中で、さらにやはりそういう意思疎通の方々の社会参加、そ

ういうものが広まっていこうと思いますので、さらにこの派遣件数というのは多く

なることが予想されるんです。そうなると、十分対応できるのかというところがち

ょっと心配なんですね。スタッフといいますか、手話通訳者等の人材の育成という

ところをどのように今後進めていこうとされているのか、これ、最後にお尋ねをい

たします。 

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 大変ありがたい御質問でございます。860件の件数をこ

なしていくのに、本当に今の状態ではもうあっぷあっぷといったような状況でござ

います。 

  現在、初めての手話教室といったような形で、本当にさわりの部分だけを行うよ

うな講座もございますが、一昨年から手話奉仕員の養成講座というのを開講してお

ります。１回２時間で年間20回という大変長いコースでございます。これは入門編

といったような形で、初めての方に講座を受けていただいております。昨年は９人

受けていただきました。 

  さらに、その入門講座の次に、基礎編といいまして、同じく奉仕員として養成を

する講座でありますけれども、これについては、１回２時間で年間に22回という長

丁場の講座を受けていただくことになります。これらを受けていただいた方が、

次々とレベルアップをされていくための講座も用意をしております。 

  そういった一連のステップアップを踏んでいただいて、最後には手話通訳者、こ

れはもう全国的な資格試験でございます。大変難関であるんですけれども、昨年も

１名、手話通訳者ということで試験を合格していただきました。その試験の対策講

座なども設けながら、手話奉仕員の養成に、順次、今取り組んでいるところでござ

います。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 何といっても、福祉施策事業を推進していこうとなると、やはりマンパ

ワーですので、その点も十分よろしくお願いをいたします。 

  続いての質疑です。成果説明書の62ページの上段、子育て世代包括支援事業、冒

頭、部長のほうからもありました、平成29年度の設置ということで。まずお尋ねす

るのが、平成29年度に設置したことによって、設置前と何がどう変わったのか、ま

たこの１年での成果はどうだったのかをお尋ねします。 
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○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 失礼します。平成29年度から子育て世代包括支援センターの設

置、またそれに伴ってさまざまな新規の事業も立ち上げをさせていただきました。

それの準備段階から、いろいろな関係機関との調整ですとか、連携をとらせていた

だきました。 

  そのような中で、特に産婦人科との連携というのがかなり密にとれるようになり、

支援が必要と思われる妊産婦に早期からかかわれるようになりました。そして、そ

の後も継続的な支援が続けられるというようなところが、一番大きな成果だという

ふうに思っております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。いわゆる、この子育て世代包括支援事業、このシステム

がきっちり効果的に機能すれば、子ども、あるいは妊産婦の方々に対して非常に効

果的な支援ができると私は思うんですね。 

  その中で、成果説明書の中でもありましたけれども、ハイリスクプラン作成件数

が58件ということが出ておりました。私自身、この58件というのが、多いのか少な

いのか、ちょっと判断ができません。今回、この平成29年度の58件というのをどの

ように捉えればいいのか、その点、どう評価されているのか、お尋ねします。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 ハイリスクプランですけれども、すごい難しいプランというわ

けではなく、母子手帳の交付は、保健師が全員の妊婦さんと面接をして交付をさせ

ていただくんですけれども、その話をさせていただく中で、いろいろなその方が抱

えておられるかもしれない問題というのを保健師のほうがチェックリストというの

を一応持っておりまして、妊婦の方といろいろとお話をしながら進めていくわけな

んですけれども、例えば若年妊婦さん、10代の妊婦さん、それから高齢の妊婦さん、

一応35歳以上というところで線を引かせていただいております。あと、喫煙をされ

ている、あと飲酒をされているというようなこととか、あと身近に今後子育てを支

援していただけるような方がおられないか、少ない、またお母さんが何らかの病気

を抱えておられるというようなことを一緒にお母さん方と相談しながら、今後、こ

ういうことに注意をしていかれるのがいいですねとか、いついつぐらいにまたこち

らから連絡をさせていただきますねというようなことを確認をさせていただいたり、

そういうようなことを共有をしていって、１枚のシートに落としながら、またあな

たの担当地区の保健師は誰々ですということも明確にさせていただいて、今後、必
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要なときに電話なり訪問なりをさせていただきますというようなこと、またいつで

も何か気になるようなこと、わからないことがあれば連絡、相談してもらって大丈

夫ですよというようなことをさせていただいております。 

  また、その中で、さらにサービスが必要な場合、新たにサービスとして始めたも

のになるんですけれども、宿泊型のサービスですとか、通所型のサービス、産後す

ぐから、妊娠、大体出産後は５日程度産婦人科での入院となるんですけれども、ま

だもう少し支援が要るというような方がありましたら、それに関しましては、子育

て世代包括支援センターのコーディネーターである保健師が、より詳しく面接等を

させていただいて、プランを作成し、その利用先である医療機関等とも連絡調整を

させていただき、担当保健師とも一緒にお母さんを支えていくというような形の流

れとなっております。 

  ただ、平成29年度から始めた事業でもありますので、その58件というのが、委員

さんがおっしゃりますように、多いのか少ないのか、経年的な状況ですとか、他市

町との比較も、今の時点ではできておりませんので、今後、今年度の状況なども踏

まえ、また子育て世代包括支援センターも近隣の市町におきましても設置が進んで

おりますので、そのあたり等もちょっと把握をさせていただきながら、何か新しい

取り組みが必要があるのかというようなことも検討していきたいというふうに思っ

ております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。ハイリスの中にも、いろいろ程度の差があるということ

で理解をいたしました。 

  要は、今後、妊婦さん、それから妊産婦さん、それから乳幼児等々は保健師さん

がずっとこれからかかわりを続けていかれるというふうに思うんですね。先ほども

言いましたように、保健福祉分野はマンパワーによるところが非常に大きいと私も

思いますので、今後、少子化ということはあるんですけれども、特にこの子育て世

代包括支援事業を推進する中で、子育て世代包括支援センターが設置されています

けれども、ここはほかにも家庭児童相談室であるとか、それから相談支援事業所も

所管をされておると思いますので、また平成30年度も総合支援センターですか、そ

ういうふうなこともあります。 

  ですから、個々の子どもたち等については、それぞれ担当の保健師さんがかかわ

られると思うんですけれども、そういった子育て世代包括支援センターのマンパワ

ーとしての職員体制がどうなのか、いわゆるこれはひいては子どもたち、あるいは
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妊産婦さんイコール市民の方々への支援に大きく影響するものでありますので、そ

の点は、平成29年度、この子育て世代包括支援センターを設置された中で、どう捉

えておられるのかなというところをお聞かせいただきたいなと思います。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 職員体制の問題ですけれども、おっしゃっていただきましたよ

うに、細かくかかわればかかわるほど、いろいろとケースと申しましょうか、深く

かかわらなければならないケースが次々出てくるというような状況とはなっており

ます。 

  現時点では、子育て世代包括支援センターの職員と、それから保健福祉課、あと

一宮・波賀・千種にも保健福祉課があるんですけれども、それぞれ母子担当をして

おります保健師がおりますので、その職員間で協力しながら業務を進めているとこ

ろでございます。 

  今年度からは、児童相談所等での経験のある保健師をスーパーバイザーとして加

わっていただいて、児童虐待についても、より深く取り組めるような形で強化がで

きているというふうに思っております。 

  相談支援事業所につきましても、相談支援専門員の有資格者がふえるよう研修へ

の参加も勧めている状況です。 

  現状では、何とか専門職の確保ができて事業を進めているような状況なんですけ

れども、どの業務も専門職が必要であり、その資格がすぐに取得ができるというも

のではありませんので、資格保有者が次々と豊富にあるという状況ではありません

ので、計画的なそういう資格者の確保ということには絶えず努めていかなければい

けないというふうに思っております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。職員数のこと、我々の立場で何も言える話ではございま

せんけれども、ただ、言いたかったのは、支援がしっかりできる体制というのは当

然必要だろうという意味合いで、今、質疑させていただきましたので、その点で御

理解をいただきたいと思います。 

  このことについては、以上で終わります。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 この内容につきまして、子育て世代包括支援事業につきましての内容は、

今、浅田委員の質問でほぼ理解できるところなんですけれども、先ほどの答弁の中

でありました児童虐待という部分についても見守っていくという部分、最近、特に
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この児童虐待については、日本全国でいろんな部分で取り上げられているところで

ございます。 

  そういう意味で、幅が広い支援事業になろうかと思うんですけれども、何とかこ

ういうところについてもきっちり対応できる体制をとっていくという意味でも、先

ほど人員の確保という部分でもございますけれども、資格保有者の確保については、

やはり前もって段階的にその資格保有者を確保できるという状況を何とかつくって

いっていただいて、そういう支援がきっちり行き渡るようにしていくということが

本当に大切なところなんで、先ほどの浅田委員じゃないんですけれども、その時点

について我々がどうこう言えませんけれども、そういう形の動きを続けていくとい

うことは本当に大切だと思うんで、その辺のところをきっちり進めていくという方

向を示していただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 失礼します。先ほども申し上げましたけれども、計画的に研修

会等に参加をして、資格を順次取っていけるような形をとらせていただいているの

と同様に、なかなか児童虐待につきましては、事例がないにこしたことはないんで

すけれども、事例が起きたときとかにも、初めてそれに対応するような場合も多々

ございますので、幸い今年度、児童相談所でそういう経験のある保健師に、臨時で

なんですけれども、来ていただきまして、一緒に動いていただく中でかかわり方等

も学ばせていただいている状況です。 

  また、早い段階で虐待の芽を摘むといいますか、発見するということが非常に重

要だと思いますので、その点でも、この子育て世代包括支援センターという、この

中での妊娠期から切れ目のない支援、その中で、母子保健としていろいろなお母さ

ん方であるとかとかかわることが多いので、そことの連携を密にとりながら、早い

段階で何か悩んでおられるお母さん、お父さんなりがおられたときには、早く支援

の手が伸べられるようにというふうに努めているところでございます。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 私も同じところで、大体のことは理解できたんですけれども、私自身は、

この子育て世代包括支援事業が立ち上がることに対して非常にうれしいなと喜んで

おる一人なんですけれども、子ども・子育て世代にとっては、なかなか不安もあっ

たり、いろんなことで駆け込み寺的なところがあったり、おばあちゃんのかわりを

したりとかという、そういう意味でのこの形としては、もう個人的には待ちに待っ

たシステムなんですけれども、そういう意味で、ある意味で環境整備というか、目
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的は達成したと理解しているというふうに書いたんですけれども、今、話の中でも

人員の問題とか、いろんな問題が出てきますけれども、今後、やっぱりこれをもっ

と充実していかなくちゃだめだとは思うんですけれども、例えば今、休日とか夜間

とかの対応はどうなっていますかね。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 家庭児童相談室、子育て世代包括支援センターと同じ部署には

なるんですけれども、そこには24時間、メールであるとか携帯で何か相談等が入っ

たときには、受け付けといいますか、職員が確認できるような体制のほうはとらせ

ていただいております。 

  また、宿日直のところには、もしそこに連絡があったときには、私どもに連絡が

来るような体制のほうはとらせていただいております。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 そういった意味で、これを基盤にしてステップアップしていくというこ

とを考えていただきたいんですけれども、そういう意味では、何か次のステップを

何か考えられておられますか。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 今の子育て世代包括支援センターを立ち上げ、新しく事業を進

めるに当たったときにも、お母さん方にどのような支援があればいいかということ

をいろいろ聞かせていただきながら事業を幾つか立ち上げた部分もございます。 

  その中の一つに、ほっとｍａｍａルームと言いまして、大体４カ月ぐらいで乳児

健診というのを実施させていただきまして、大体そのぐらいからいろいろなところ

にお母さん方が子どもさんを連れて出かけていきやすくなる時期となります。ただ、

それまでというのは、なかなか小児科であったりとか、産婦人科であったり、一定

の決まったところにしか、なかなか出かけていく先がないということで、その４カ

月、５カ月ぐらいまでのお母さん方が集えるという場所ということで、ほっとｍａ

ｍａルールというのを開設をさせていただきました。 

  参加していただいているお母さん方の中には、やはり家で子どもさんと２人でい

て、ちょっと煮詰まってしまったりとかというようなことが、そういうところで同

じ月齢の子どもさんを持つお母さん方とお話しできたり、またそのときに子育て支

援等を主にされている心理士の方にも来ていただいて、少しお話ししていただいた

り、相談に乗っていただいたりするようなところもあるんですけれども、そういう

方のお話とかが心にちょっと響いたというようなお話も聞いたりとかしているよう
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な状況です。 

  ということで、次によりステップアップということでなるときには、やはり当事

者であるお母さんとかお父さんとか、そういう方々のお声を聞きながら、その中で

市としてできることは何かというようなことを考えていけたらなというふうに思っ

ております。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 すごく期待していますんで、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 私も今の説明を聞かせていただいて、本当にこの事業、すばらしい事業

だなと思っています。 

  やはり、我々も子どもを持つ親として、何とかやっぱりこの宍粟市、この全国の

ベースラインが、子どもを育てたいと、ここが91.1％というのがベースなのかもし

れないんですけれども、何とかこの宍粟市で、これ、今でも非常に高い数字なんで

すよ。でも、これを何とか100％にできるだけ近づけるような施策というのを非常

に今後もっともっと進めていっていただきたいなと思っているんですけれども、そ

の中で、実際、この地域で100％にならなかった、不満が出ている、何か足りない

部分があるんだと思うんですけれども、そこの少数派のちょっと意見というのはど

んなことだったのかなと思って、お聞かせいただきたいんですけれども。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 この地域で子育てしたいと思う親の割合ということで、これは

全国的に同じ内容の質問をさせていただいているわけなんですけれども、市で法的

に決まっております健診、乳児健診、それから１歳半健診、３歳児健診、この三つ

の健診でアンケートをとらせていただいた結果が、この地域で子育てしたいと思う

親の割合というのが97.4％ということになっております。 

  委員さんが言われたように、残りの2.6％の方は、そうは思っていなかったとい

うことなんですけれども、実際、去年１年間で受診していただいた方から、割り戻

せば12名程度の方が、そのように答えられたという形になるんですが、正直なとこ

ろ、直接何が不満とか、何かどんな思いでそう思われなかったのかというのをお聞

きしたわけではありませんので、はっきり何ということは申し上げにくいんですけ

れども、違う場面等で聞いたようなことをちょっと参考として述べさせていただき

ますと、本当に御主人とかの転勤で、夫婦ともに宍粟市に特に縁があったわけでは
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なく、仕事の関係で一時的に来たけれども、やはり知り合いもないし、なかなかな

じめなかったというようなことを言われた方もおられましたし、あと市外から嫁が

れてきた方とかからは、やはり交通機関が不便であった。車とかにそれまでも乗っ

ておられた方とかであれば、そうでもなかったのかもしれないんですけれども、特

に車の免許とかをお持ちでなかったりとかすると、今いろいろと事業を実施してい

るんですけれども、そういう事業にもなかなか参加するのが難しかったりとかとい

うようなお声はやっぱり聞いたりとかということはありますので、なかなかこちら

も思われなかった方になぜですかという質問を反対に今までしてみたことがなかっ

たので、今後、そのあたりの少数の御意見というところにも少し耳を傾けながら、

何かその中で交通の不便さ等は、なかなか私たちでどうにかできるものではないん

ですけれども、もしかすれば何かこちらの対応でその気持ちが変わられる方がいら

っしゃるかもわかりませんので、そういう目も持ちながら健診に臨んでいきたいな

というふうに思っております。 

  ありがとうございました。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 なかなか全てを救い上げるというのは非常に難しい部分もあると思いま

す。ただ、これ、その問題も健康福祉部だけでできるような問題でもないと思いま

すし、ですからやっぱりそういう少数派の意見というのをうまく吸い上げていただ

いて、これ、他部局にも展開していただいて、何とかこの宍粟市が子育てがしやす

いまち、この辺の地域でナンバーワンになれるような、そういう施策を皆さんで一

緒に考えないといけないと思いますので、ぜひそういう意見を吸い上げていただけ

るように今後ともよろしくお願いします。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 次々ですけれども、次の質問をさせていただきます。 

  成果説明書の63ページ上段、母子保健事業の関係であります。いわゆる「しそう

すくすく応援券」の関係で、平成29年度、取り組みがスタートしたということで、

１年だけの実績で評価云々というのはなかなか難しいかもわかりませんけれども、

事業実施前と後ではどのように変わったのかというのをお尋ねしたいんです。 

  この成果説明書の中で、文言として「宍粟市で子育てをしようと思う人の増加に

繋がっている。」というふうに明記してありますので、その点も含めて成果をお聞

かせください。 



－306－ 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 「しそうすくすく応援券」なんですけれども、実際の事業とし

ましては、産前産後にかかわる費用の助成という部分が大きなものになってくるか

と思います。 

  新規に始めた事業としましては、妊婦歯科健診、それから新生児聴覚検査への助

成、それからお母さんの産後１カ月健診への助成、それから子どもの１カ月健診へ

の助成、それと乳房ケアへの助成というようなものと、妊婦健診の助成券というの

を母子手帳交付のときに交付をするというような形で、応援券というふうにさせて

いただいております。 

  最初に申しましたように、費用の助成が大きな部分を占めておりまして、まだ近

隣の市町でも全てにわたって同じような形で助成が行われているわけではないんで

すけれども、比較的この近隣の市町の中では早くに助成制度ができたかなというふ

うに思っております。 

  経済的な負担が軽減されることというのが大きな成果ということになるのかなと

いうことになるんですけれども、産前産後、それから出産直後の健診とか検査の費

用面の不安や負担ということがなく、そういう健診とか検査を受けていただけると

いうことで、産前産後の健康管理につながっていて、何かそこの部分で支援が必要

だというようなことがありましたら、それはまた医療機関のほうから連絡が来るよ

うな連携のシステムとなっておりますので、そのあたりがまたこの応援券を発行し

たことによって、より連携がとれるようになったというところが大きな成果という

か、変化ということになるかなと思っております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。このことが、他市町にも先駆けての助成制度のところも

あろうかと思いますので、十分ＰＲしていただいて、これがここの成果に書いてあ

るように、宍粟市で子育てをしようと思う人の増加に今後ともつながることが一番

ですので、引き続きお願いしたいということと、やはりこれは先ほども出ていまし

たプラン作成にも非常に大きな役割を担ってくるのかなというふうに思うんですけ

れども、その点はどうなんでしょうか。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 おっしゃっていただいたように、券を発行するだけではなくて、

いろいろとお話ししながら券を発行させていただいたりですとか、あと今の時点で

は、宍粟総合病院には、この券を持っていっていただいたら、本人さんが自己負担
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をその場で払われることなく、検査を受けていただけるんですけれども、今の時点

では、それ以外の医療機関で出産なり健診なりを受けられた場合につきましては、

償還払いという制度をとっておりますので、またそういう形で手続に来られたとき

にお話をさせていただいたりというようなところで、比較的、この券を発行したり

とか、助成制度がなかったときよりも、よりお母さん方と接する機会がふえており

ますので、その中で、いろいろな支援が必要な方へのそういうプラン作成というと

ころにもつながっているというふうに思っております。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 それでは、成果説明書の59ページの上段になりますけれども、出会い応縁

事業についての質疑を行いたいと思います。 

  委員会資料の７ページで詳しく説明はされているんですが、一定の評価はできる

と思います。 

  ただ、まちづくり推進部で実施しております消防団の婚活イベント事業ですね、

これもある程度の成果が出ております。まちづくりのほうは、17組のカップルが出

て、この健康福祉部の出会いのほうは10組ということで、両方合わせると27組のカ

ップルが成立しているということで、一定の評価ができると思います。 

  ただ、この出会い応縁事業について、もちろん消防団の婚活イベントもそうです

が、委託ですよね、どちらもね。特に、今回は出会い応縁事業についてですが、委

託ではありますが、担当部として、お互い部局間での婚活事業の手法等の意見交換

の有無はどうでしょうかということをお聞きしたいと思うんですが、実は、まちづ

くり推進部においても同じ質問もしました。そしたら、年１回行っていますよとい

うような回答がありましたけれども、恐らく同じ回答になるかと思うんですけれど

も、要は同じ婚活の目的なんですよね。ですから、まちづくり推進部はまちづくり

推進部で業者委託をしています。この健康福祉部については、委託先は社協だと思

うんですが、委託をしている。ですから、どちらも委託なんですが、同じ担当部と

しての、やっぱり今後どう委託なり、手法がどうあるべきかなというような部局間

での綿密な話し合いとか、いわゆる打ち合わせがどうだったのかなというを、まず

１点お聞きしたいと思います。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 今、委員がおっしゃられました社会福祉課で実施してお

ります出会い応縁事業、あとまちづくり推進部消防防災課消防団事務局なんですけ

れども、そこで消防団の婚活イベント事業というのを平成27年度より両課とも実施
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しておりました。 

  当時、平成27年度、また予算編成の平成26年度までさかのぼるかと思いますけれ

ども、当時から婚活のイベントというのが官民問わず、またマスコミ等のこともあ

りまして、盛んに報じられ、スポットを浴び、若い人たちの関心もそれに向かって

おるところでございました。 

  消防団におきましては、団員の地元への定着であったり、その団員が地元へ定着

することで、消防団としての組織としての団員数の確保というものも視野に入れな

がら、若い人たちがその機会を通じて結婚すればいいなと。また、この健康福祉部

においても、同じ趣旨ではありますけれども、消防団員以外の方も、含めてもあり

ますけれども、独身の男女の出会いの場をつくるということで、平成27年度当時か

ら、それぞれの課において予算を置いていただき、実施をしておりました。 

  御指摘がありますように、委託をしておるところは社会福祉課と消防防災課で異

なっておりました。平成27年度から事業実施を展開しておりまして、その間、婚活

事業を担当する当課としては、時期が同じにならないようにするとか、あとどのよ

うに取り組んでいるのかというのは、年１回程度、課長を交えた打ち合わせという

のは行っておりました。また、担当者同士でも、どのような取り組みでしておるの

かとか、受託の内容等については、打ち合わせといいますか、意見交換をしておっ

たと聞いております。 

  ただ、その根本となる委託先を一つにするとか、そういうことについては、平成

29年度までそれぞれの課の予算を置いていただき執行する中で実行しておりました

ので、別の受託者により事業実施しておったのは、この決算の報告のとおりでござ

います。 

  一体化にすることについての具体的な検討は、少しわかりませんけれども、平成

29年度において、このイベント事業が平成27年度から始まったんですけれども、や

はり回数が頻繁にあって、出会いの場の創出としてはいいんですけれども、参加す

る参加者が同じ顔ぶれとなりやすい、また新しい人の参加が少し薄れてきたようだ

というのが、うちの課の担当者の引き継ぎ事項の中にもありまして、平成30年度よ

り、この婚活事業については、社会福祉課が実施するとさせていただきました。 

  また、その対象については、消防団員を対象としたものとして１事業、また独身

男女を対象としたものとして１事業、合計２事業を今年度、平成30年度になるんで

すけれども、実施する予定としております。 

  以上です。 
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○田中委員長 東委員。 

○東委員 担当部・担当課としては熱心に取り組んでいると、このように受けとめて

いるんですが、あくまでこれは平成29年度のことなんで、今さら言ってももとには

もどりませんけれども、結果的に10組と17組という、この差がありますよね。決算

金額を見る場合では、反対に10組のほうが決算額が多くて、17組のほうが決算額は

少ないというような実態もありますので、その辺も十分、そういうことで、手法に

何かどうだったんだろうというような、そういう部局間の、担当課間の話し合いと

いいますか、打ち合わせが頻繁に行われておれば、もう少し同じような条件になっ

ていたんじゃないかなというような、今さらながらですけれども、そんな思いもあ

ったんで、それと先ほど一応お答え願ったんですが、あくまでもこれは婚活事業に

なるので、わざわざあっちでやり、こっちでやりというよりも、そういう意見交換

の後をもって、こういうふうにやっていこうというふうに一体化すれば、当然、予

算も100何万円の予算が200万円以上になって、より大きな事業に展開できるのでは

ないかなということを思ったので、一応、こういう質問をさせてもらいました。 

  いずれにしても、もうこれは終わったことなんで、ただどちらにしても言えるこ

とは、カップルは成立するんだけれども、なかなか成功には至らないという一つの

共通点があるようですので、この辺を十分踏まえて今後につなげていただきたいな

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 今おっしゃいましたように、消防団員を対象とした婚活

事業については、カップルとなる組数は多いというのも、おっしゃられるとおりで

あります。 

  一般の男女の方も参加しておられますけれども、消防団員の方の熱い意気込みが、

その成果かなとも思ったりしておりますが、この社会福祉課で担当させていただく

分についても、その参加する方々の個性や、また特徴は十分生かしていただきなが

ら、狙いとする、またその方たちが望む出会いの場であったり、ひいてはカップル

となり成婚とつながったらいいなと思っております。取り組んでいきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○田中委員長 東委員。 

○東委員 大体のことはわかりました。 

  ただ、もう私のほうから言うまでもないんですが、参加した人たちから、どうで

した、どうでしたという感想といいますか、そんなんを十分聞き取りをしていると
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思うんですが、私が直接一人一人聞いて回ったわけじゃないんですが、あるところ

からは、もう少しいい形にしてもらったほうがよかったのになというような意見も

聞いたこともあるんですね。 

  ですから、当然、担当課・担当部としては、アンケートをとったり、いろんな参

加者の声を事後に聞いて次につなげているとは思うんですが、そこが一番だと思う

んで、あくまでも参加者がどういう状態になるのかというのが結論なんで、今後、

その辺をしっかり捉えて事業に臨んでほしいなと思いますけれども、どうでしょう

か。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 事業実施後、参加者からアンケートはいただいておりま

すが、そのアンケートでは酌み取れないところ、またアンケートの表現等のことも

ありますので、多くの方々から、参加をされた方、またこの事業の見聞をされた方

から御意見をいただいて、より参加率が高まり、出会いの場としてふさわしいもの

になるように取り組みたいと思います。 

  ありがとうございます。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 同じく婚活イベントについてのことなんですけれども、確かに先ほど比

べられましたまちづくり推進部の消防団のほう、恐らくこれ、３年で50組が、その

中で成婚が６組あるという形なんですけれども、今回、この成果説明書の中に、10

組のカップルは成立したけれども、成婚という文字が出てこないということは、成

婚は把握されておらんというふうに思うんですけれども、そのとおりでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 この平成29年度実績の10組につきましては、直接的なカ

ップルの出会いの場による成婚というのは聞いておりません。 

  ただ、参加者が、その後、成婚に至ったということは１方聞いておりますので、

この参加するという意識そのことが、その方の結婚することへの意識を高め、それ

が次なる出会いの場となり婚姻につながったのは、それはそれで喜ばしいことかと

思っておりますので、まずは多くの方に参加いただいて、その男女の出会いのこと

になれ、自分の表現も高めていただいたらなと思っております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 消防団のほうにつきましては、比較的年齢層も、消防団ですので、35歳
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以下ぐらいのところだと思うんですけれども、こちらのほうについては、もうちょ

っと年齢層は上がる方もあろうと思うんで、その辺のところの難しさもあります。 

  ですが、ある意味、10組成立したカップルが成婚に至らないという部分について

は、何らかの原因というか、そういうものをつかんでもらいたいなという思いがあ

ります。 

  10組あったら、せめて１組、２組が成婚になるように、ある意味、それ以後のフ

ォローというんですか、何かそういうことができないのかなということで、前々か

らよく消防団のほうでも言っているんですけれども、出会っていただきました、カ

ップルになりました、よかったですねと、それで終わってしまうと、どうしても何

か事業がそこでストップしてしまうという感じになってしまうんで、そこから先の

ことも、一定、何か方策を考えていく、そのことによって成婚率が高まるというこ

ともあろうかと思うんで、本当に今、危惧している人口減少と、それからそういう

定住とかということについての施策でもありますので、何かその辺のところももう

一つ踏み込んだところを考えていっていただきたいと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 出会いの場づくりとして、こちらの社会福祉課でも取り

組んでまいりました。その出会いの場、当日以降については、基本的に個人、個人

のおつき合い、またその継続性を基本に尊重してしております。ただ、目的とする

ところは、その出会いの場を通した後、その方たちがより意識を高めて成婚になる

ということでございます。 

  委員が今おっしゃられたこと、それぞれのプライバシー等はあるかと思いますけ

れども、実施担当課としても、ただ当日実施して、それで終わりということだけじ

ゃなく、何かできないかということは、これからは、今年度も実施をする予定であ

りますけれども、考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 ここまでおせっかいになるとあれなんですけれども、もともとそういう

おせっかいじいさん、ばあさんがいて、２人をひっつけるというのが昔から田舎で

はよくあったことなんですけれども、今、結婚相談員とか、そういう制度もあって、

そういう専門にやっていただいておる方もあるのです。だから、そういうところへ

一定つないでいくという考え方もあるんかなというふうに思うんで、その辺の提案
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をさせてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 ありがとうございます。今、おっしゃられました出会い

応縁事業と、あと社会福祉協議会に委託をしております出会いサポート事業、今お

っしゃられました結婚相談員24名の方が御活躍をされ、またその社会福祉協議会の

委託の中で出会いの場づくりもしていただいております。 

  それぞれの直営でしておる分もあるんですけれども、結婚相談員の方がかかわる

からこそ成婚となったという事実であったり、その効果もあるかと思いますので、

社会福祉協議会の担当課とこの社会福祉課では、打合会、また事業の調整をしなが

ら、プライバシーの点は十分配慮しながらも、その参加者が思いとするところによ

り近づくように、そして成婚となるように努力していきたいと思います。 

  ありがとうございます。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 同じことなんですけれども、成婚率が高い出会いサポートセンターです

か、特徴はどんなんかということを書いたんですけれども、今、答えをいただいた

みたいなもんなんで、そういう意味で、僕もちょっと言おうと思っていたんですけ

れども、仲人おばさんが、昔、おせっかいおばさんがおって、それをくっつけると

いう、そういう人もおったわけですけれども、それも今はいなくなって、カップル

だけで、後は自分たちでやってという世界じゃなくて、もう少し今言われたように、

先のことも何らかの形で接触するなりして、積極的にカップルが成婚するように、

そこまでが仕事ですんで、カップルで終わりじゃないんでということをもう理解し

ていただいていると思うんで、それで一つ聞きたいんですけれども、例えばこのあ

れで、子どもがいるお父さんなりお母さんなりがおったりするんですけれども、そ

ういう方たちのカップルというのはあるんでしょうか、それとも今はそういう制限

をされているんでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 お子さんがある方の参加及びその方々が参加された後の

成婚というのは、少し私、今、お答えできる資料がありませんので、また戻りまし

て、社会福祉協議会等に、その参加したという事例も含めて、確認をしたいと思い

ます。少し今ちょっとわかりませんので、後日、次の機会でお伝えできればなと思

っております。 

  以上です。 
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○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 やっぱり、ある程度、男性も女性も結婚されていないということは、年

齢的にもちょっと上になってくるとは思うんですよ。そういうときに、お子さんの

いる方がおられると思うんですよ。そういう方は、積極的にペアを求むという形で、

守備範囲に入れて、そういうのもやっていったらどうかなと。そのほうが成婚率は

高くなる可能性もあると思うんですよ。そういういろんな手法もあるんで、その辺、

また検討していただいたらどうかなと、そういうカップルを出会わせる、そんなん

はどうでしょうか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 出会いの場をつくり続けるというのは、もう当然のこと

で取り組んでまいりますが、今、対象とする参加される方の子どもさんがいらっし

ゃるとか、そういうことも含めて、多くの方にこの出会いの場づくりに出席、参加

いただいて成婚となるように、このことについて研究を重ねてまいりたいと思いま

す。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 私のほうも、ほとんど今、話は出たんです。私からお伝えしたかったの

が、このまちづくりとかぶっていたというところで、一本化したほうがいいんじゃ

ないかと思うところと、先ほど東委員も言われていました。委託先によって若干違

ってくるところも出ていますんで、その辺もやっぱり行政として何かどちらのほう

がいいんだろうとか、マンネリ化してしまうんじゃなくて、そういうところもちょ

っと注目していただきたいなと思ったのと、最後１点、できたらカップルになられ

た方に、ぜひ宍粟市に来てもらえるような、宍粟市でデートしていただけるような、

そういうプランニングまで、そういうことを特に独身の方に来ていただいて、ここ

で遊んでいただけるような、宍粟市のよさをわかってもらえるようなことも一つ考

えて進めていっていただければなと、あくまでも出会いを与えて成婚させるという

ことが目的なんで、その中でもうまく宍粟市をそこにかみ合わせられるような施策

というのも一度考えていただけたらなと思います。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 出会いの場づくりを設けた後、成婚となられた方、また

その方のお住まいのこともありますけれども、宍粟市にできるだけ住んでいただき

たいと思うのが、今現在、市民の共通の認識だと思いますけれども、その出会いの
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場に参加した方々が結婚、婚姻となったということを次なる参加者が知り、また例

えばそのお話等を聞けば、自分もそういうステージにより近づけるんではないかと、

自分の気持ちもそうなるのではないかという気持ちもいたしますので、御意見いた

だいたことを今後の取り組みの中にも取り組んでいけないか考えていきたいと思い

ます。 

  ありがとうございます。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 同じく出会い応縁事業に関してなんですが、私は消防団の婚活パーティ

ーというところで、立ち上がりのところから見させていただいておったんですが、

今、皆さんの御質問のとおり、事前と事後のフォローなどができていないん違うか

という問題点がよくあったと思うので、それは感じておったんですが、今回、私の

知り合いが３年前に婚活パーティーに出えへんかと聞いておったのが、ついに婚活

パーティーやっとんかというふうに聞かれまして、消防団のほうが２回やっている

のが１回になったので、今のところ予定がまだ決まっていないわということで、し

ーたん通信を聞いたらしくて、それが社会福祉協議会でやっている案内なんですけ

れども、その中では、先ほど言われた結婚相談員さんがおられるところに、その男

性が出向いて、顔を合わせて、自分はどういう好みがあって、どういう人間である

ということを紹介して、それで先へ進むということらしいんです。ただ、ぽんとパ

ーティーなどで出会っても、うまくいかない可能性があるので、まず男磨き塾だっ

たかな、男塾というのをして、自分の振る舞いや身なりをきちんとした後で、パー

ティーやら出会いに挑むと。 

  それで、その後、その関係がうまくいくまできちんと見ますよという相談員さん

のお声があったがために、私の紹介させてもらった男性も、いい受け付けの人らが

してくれはったと、こういう結果になったので、今から半年ほどかけて男磨きをし

て、今度のパーティーに参加しようと思うんじゃというふうなことも言われていま

した。 

  そこでちょっと私も思っていたのが、事前の質疑書に出させてもらっていました

補助費が予算と違ってアップしていたのを少し見たんです。内容はやっぱりよくし

なければ、幾らカップルになっても、その後、続かなければ意味がないということ

で、この補助費が若干上がった中に、もしかしたら何かの工夫が施されたのかなと

思って、それを質問させてもらったんです。とりあえず、それをお願いします。 

○田中委員長 橋本課長。 
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○橋本次長兼社会福祉課長 補助費が当初予算に比べ実績として多くなったのは、出

会いの場の回数が３回、予算では１回という予定であったんですけれども、平成29

年度では３回の実績があり、支出額として補助費が14万円ということでなっており

ます。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 もう一度、済みません。１回だったのが３回になるのに14万円で済むと

いうことですか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 出会いの場のこの助成費なんですけれども、当初予算で

は、１回市内であるんではないかと、自主的にそういうイベントを設けられるのが

当初の予算では１回ではないだろうかということで、１回分の予算を置いておりま

したが、実績としては３回の出会いの場をみずからつくられたこともあり、支出額

としては14万円となりましたけれども、その３回の実績を受けて申請をいただき、

助成をさせていただいております。 

  以上です。 

○田中委員長 神吉委員。 

○神吉委員 ですので、いろいろな工夫をしながら、この出会いの応援をしていくと

いうことが必要だと思います。今まで３年間やってきたものがありますので、それ

をできるだけ予算を上手に使ってもらって、委託先もうまいぐあいに進めてもらい

たいと思います。 

  終わります。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 ありがとうございます。 

  先ほど私、口頭で申し上げましたけれども、本日の決算委員会資料の７ページと

なります、出会い応縁事業の項目を設けておるんですけれども、先ほど神吉委員が

確認をされました助成金14万円について、その内訳を括弧書きで書いておりますの

で、口頭でも申し上げましたが、資料として詳しく記載をしておりますので、御紹

介をさせていただきます。 

  以上です。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 もう同じことで６人目なんで、非常によくわかりました。何とか頑張っ
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てください。よろしくお願いします。 

○田中委員長 これで、午後３時まで休憩に入ります。午後３時から再開します。 

     午後 ２時４６分休憩 

                                       

     午後 ３時００分再開 

○田中委員長 休憩を解き、委員会を再開します。 

  浅田委員。 

○浅田委員 それでは、委員会資料の14ページ、ここには外出支援サービス事業の利

用者数が報告いただいておりますけれども、わかる範囲で結構なんですけれども、

それぞれ利用者の区分、いわゆるこの例えば実利用者769人のうち障がいをお持ち

の方の利用者が何割、それから高齢者が何割、いわゆるみなしといいますか、その

方が何割、そのことをお尋ねします。 

  それから、運行回数、延べがあるんですけれども、いわゆる運行回数の延べのう

ち障がいをお持ちの方の利用が何割、高齢者の方の利用が何割、いわゆるみなし認

定の方の利用が何割、わかる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。  

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 外出支援サービスの利用の内訳のことでございます。実

際に利用された方の割合でございますけれども、まず透析をされている方について

は、全体の12％でございます。それから、あと身体障害者手帳、あるいは療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の割合が全体で30％、それとあと介護の関係

でありますけれども、介護度３・４・５の方が約７％ございます。あと、高齢者の

方でバスの利用が困難な方については、おおよそ50％の方が御利用になっておりま

す。回数につきましては、ちょっと今、割合のほうは計算して、後ほどお答えした

いと思います。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 回数のほうは、また後で結構です。 

  それで、要はお尋ねしたかったのは、この外出支援サービス事業についても、そ

れぞれ利用対象者の見直し等々も、この間行われてきたと思います。平成28年度実

績からも比べると、実績の決算額等も減っておるのかなというふうには見受けられ

るんですけれども、一番私が聞きたかったのは、いわゆるみなし利用者といいます

か、その辺の認定というのをしっかり基準を持ってされておると思うんですけれど
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も、その辺も十分配慮していただいて、基準は基準として、その運用については実

施されておると思いますが、今聞きますと、利用実績者の約半数がそういう方々だ

ということでございますので、今後も引き続き何が必要なのかという、誰がこの事

業を必要なのかというところも含めて、十分検証もしていただけたらなと思うんで

すけれども、その点、いかがでしょうか。 

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 まず、申し立てによります、ほとんどの方が高齢者の方

でございます。介護保険でも、介護度が２以下の方など、まだ介護認定も受けられ

ていない方でも、外出支援サービスを利用されるのに申請に来られる方もございま

す。 

  この申し立てによりまして、本当に外出が困難、バスへの乗車が非常に難しいと

いった状況を判断する上で、我々事務局としましても、非常に細かな質問をたくさ

ん投げかけて、それによって総合的に判断をしているというような状況でございま

す。慎重に扱いをしていっておるわけですけれども、その基準につきましても、少

しずつ明確にもしていきたいなというふうには思ってはおります。 

  それと、平成28年度からの実績でありますけれども、若干、決算額としては減少

しております。数字的な上での傾向でありますけれども、利用回数が平成28年度か

ら見て平成29年度のほうが少し回数としては余り減ってはございません。一番目立

つなと思うところで申し上げますと、透析の利用者の方の回数がやっぱり減ってい

ると、そこが一番大きい要素でございます。それのことが決算額に反映されたとい

うふうに分析をいたしております。 

  以上でございます。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 いわゆる透析で利用される方というのは、それは十分確保せなあかんと

いうふうには思いますので、その点、なぜ減ったのか、ほかに代替の手段を持たれ

たのか、そこら辺も十分見ていただきたいなと。これは、透析患者さんの場合は

100％見ていると思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。 

  なお、いわゆる市が全体で行っております公共交通の見直しとも絡んでこようか

と思いますので、その点も含めて外出支援サービス事業の充実もしていかなければ

ならないところもあろうかと思いますし、公共交通の見直しとあわせて見直してい

かなければならないところもあろうかと思いますので、その点で今後ともお願いし

たいと思います。 
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○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 御指摘のとおりでございまして、公共交通との関連もご

ざいます。私どもとしましては、見直しのほうを今検討に入ったところでございま

すので、ぜひ皆さん方の御意見などもいただきながら、今後の外出支援サービスの

ほうをより充実したものにしていきたいというふうに思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 実質、今、答弁がありましたように、外出支援サービスとあわせての見

直しを図っていく、これ、予算段階からその辺が議論の中にあったと思うんです。

どういうふうに変えていくのか、せっかく公共交通の整備が進んだ中で、その外出

支援サービス事業についても同じようにそのまま進んでいくということについては、

かなり無理がある、無駄になってくる部分があると思いますので、その辺のところ、

横並び、まちづくりとその辺の協議が進められておるのか、今、田中課長のほうか

らは検討中やということやったんですけれども、それは恐らくその辺の横で部をま

たいだ検討がされておるというふうに思うんで、その理解でよろしいでしょうか。 

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 公共交通というのは、非常に幅の広いもの、また全市を

朝から夜まで、また365日といったようなことを既に市民を対象に行っているもの

でございます。 

  また、外出支援におきましては、限られた方といった、ちょっとしたそういう制

限もございますので、そこらあたりの絡みが、正直申しまして、なかなか全員の方

をカバーできているのかと言えば、少し問題・課題も残ろうかというふうに思いま

す。 

  そういった中ではあるんですけれども、まちづくりのほうとも見直しに合わせた

形というよりも、我々独自の一つの考え方も持ちながら、今後、見直しに向けた協

議も行っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 交通弱者を救う面での公共交通という分と、身体的な理由のある方を助

けていくという部分の外出支援という部分もございます。 

  その中で、今現状、幹線バスにおきましては、車椅子でも乗れるような低床バス

を走らせ始めております。そういう意味でも、改善はされておると思うんですよ。
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もともと公共交通の中の小型バスにしましても、何とかそういう形のものにならな

いかといういろんな提案なり議論もあったわけです。そういうことも含めて、まち

づくりのほうと健康福祉部のほうで検討、改良を重ねていくことによって、両方の

思いが改善できる、そして利用者の意思を反映できるというものにしていっていた

だきたいと思いますので、高齢になった方に無理をさせるというのは、本当に忍び

ない部分があるんですけれども、できることはやる、それがまた健康寿命にもつな

がると思いますので、その辺のところも含めて検討を進めていっていただきたいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○田中委員長 田中次長。 

○田中次長兼障害福祉課長 ありがとうございます。おっしゃるとおりでございまし

て、我々の外出支援サービスは、ドア・ツー・ドアということで、本当にバス停ま

で歩くのも困難であるといったような方を対象にもしておりますし、当然、そうい

う方におきましては、タクシーに乗る際にも介助が必要であるといったようなこと

を、これは全てではないんですけれども、そういったことも前提にしておりますの

で、バスに乗られる場合は、運転手の方が補助的にといったようなことも、こちら

もお聞きをしております。そういったことも総合的に含めまして、見直しのほうを

図っていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 成果説明書60ページです。上段、介護保険事業計画等の策定事業の部分

ですけれども、小規模多機能型居宅介護事業所を公募により３カ所整備することと

して、地域特性に合った整備の方針を定めることができたというふうにあるんです

けれども、地域特性に合った整備の方針という、その考え方をちょっとお伺いした

いなと思うんですけれども。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 第７期の介護保険事業計画の策定の際に、事業所の整備につき

ましては、サービスの種類ごとに整備の検討を行いました。 

  その中で、地域の現状を見てみますと、ひとり暮らしや高齢者世帯のみの世帯が

増加しているという状況がありますので、サービスが希薄なところには施設の整備

が必要というようなことで、通所を中心に訪問、泊まりのサービスを組み合わせて

提供できる小規模多機能型居宅介護事業所を選択して整備することとしました。 

  この施設は、現在、山崎に２カ所ございますが、一宮・波賀・千種の地域にはな
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いことから、この地域に整備しまして、住みなれた地域で安心して暮らせるよう、

介護負担の軽減や在宅の軽減支援を図っていきたいというふうに考えております。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 とりあえず、これはここまでをする事業であったと思うんですけれども、

これから先の見通しについて、どういうふうにお考えでしょうか。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 小規模多機能型の三つの整備ですけれども、平成30年度から順

次整備を進めております。この平成30年度については、千種の圏域でまず募集しま

したけれども、今、応募がありましたけれども、事業者の選定には至らなかったと

いうことで、再公募の手続を進めておるところです。 

  この３年間に３カ所ということで、この第７期の計画では決めておりますけれど

も、それ以降につきましては、現状の施設の状況を把握して、第８期、平成31年度

の後半からまた策定に入りますけれども、その中で検証しながら計画に盛り込んで

いきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 健康福祉部の思惑があって、それを公募するという中で、千種地域での

応募がなかったのか、あったけどできなかった、その辺の理由については、何かお

つかみになっておりますか。 

○田中委員長 小椋課長。 

○小椋介護福祉課長 平成30年度に千種で公募をかけました。１事業者の応募があり

ました。選考委員会で、その事業所の選定の協議をする中で、事業を任せるにはち

ょっと不安定な要素があるというんですか、ちょっと任せるのには至らなかったと

いうところで、この選定を見送らせてもらったというところです。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 そしたら、私のほうから、少しちょっと毛色の変わった質問なんですけ

れども、今のところも介護保険事業計画策定事業という、それからあと障害者福祉

計画策定事業、その後の食育とかなんとかの計画策定事業とかという、その計画を

つくる、そしてまた計画書をつくるというのに、それぞれコンサルに委託をされて、

この三つで、そのコンサル料で1,000万円を超えていると思うんですね。このあた

り、単純な質問なんですけれども、そこまでのコンサルにお願いして、そこまでの

しっかりした立派な計画書というんですかね、そういうものをつくる必要があるの
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かというか、職員の方でポイントを押さえた、そういう要点だけが書いてあるよう

な、そういうものでやっていくことはできないものなのかという、ちょっと単純な

質問なんですけれども、このあたりどうですかね。 

○田中委員長 大谷次長。 

○大谷健康福祉部次長 失礼いたします。計画策定に当たっての手法等についてのお

尋ねですので、私のほうからお答えさせていただきます。 

  正直申しまして、計画策定の年度には、通常業務に加えて策定業務が発生しまし

て、職員には非常に大きな負担がかかっているのは事実でございます。 

  一般的な計画策定に当たっての主なプロセスとしましては、実態やニーズ把握の

ためのアンケート調査、この平成29年度策定の計画も、前年、平成28年度に2,700

人ほどを対象にアンケート調査を行っております。その中で、実態やニーズ把握と

いうこと、それを調査の集計、分析という作業が出てまいります。 

  それから、それに加えまして、これまでの過去のデータであったりとか、今後の

推計ですね、例えばサービス量の見込みの分析とか、そういったものも発生してま

いります。 

  次に、現状と課題の整理であったりとか、市民意見を反映するための策定委員会

の運営、それから議会の皆様のほうに意見を聴取したり、そういった中で計画案を

作成し、成案し、印刷ということで計画策定のプロセスを持っておりますけれども、

委託業務と言いましても、実際は委託業務は支援でございますので、宍粟市に関す

る多くのデータを収集し、コンサルに提供、それから課題の分析や計画案の練り上

げ等も職員が行う業務は非常に多岐にわたっており、あくまで市の主導権のもと計

画というのは策定しております。 

  地方分権一括法の制定以降、国・県からの移譲事務も特に福祉・保健の分野は増

加しております。また、各課への相談案件というのも、近年、複雑かつ多岐にわた

っており、職員にも専門性が高く求められているところでございます。 

  計画策定に当たりましては、業者へ委託する業務と職員が取り組む業務、これを

見きわめまして、アウトソーシングとのミックスが現在では効果的であり効率的で

あると考えております。しかしながら、その境界については、常に検証しなければ

ならないと考えております。 

  今後の計画策定に当たりましても、真に宍粟市にとって必要な計画となりますよ

うに検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中委員長 今井委員。 
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○今井委員 今の話を聞いていましたら、やっぱり職員の方がそれにかかわっている

ウエートもかなり大きいようにも思うんです。なのにかかわらず、やっぱりアンケ

ート調査とか、その辺なんか、いろいろ大変だと思うんですけれども、それ以外の

ところで、それぞれの策定に300万円、400万円ぐらいかかるぐらいの費用というの

は出てきてしまうものなんですか。 

○田中委員長 大谷次長。 

○大谷健康福祉部次長 例えば成果物を印刷するところにつきましては、自前でとい

うこともあったんですけれども、二つの計画を参考にしますと、昨年１計画につき

まして、200部で21万円の印刷費ということで、そういったところには、１冊当た

り1,000円少しかかっておりますけれども、そういったところで経費が張っていく

というものではありませんけれども、やはりそれぞれ分析であったりとか、そうい

ったところに経費がかかってまいります。 

  それと、運営のほうの支援という形もございますし、金額で上がってこない職員

の量というのは、かなりの時間をかけている状況でございます。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 そしたら、こういう委託を出す事業所というのは、たくさんあるんです

か。たくさんある中で、ここがいいという形で選ばれるのか、今聞いていたら、や

っぱりそのコンサルの会社の能力といいますか、その辺のこともすごく大事になっ

てくるんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたり、皆さんが求められてい

ることがきちっと返ってくる、そういう事業所を選ぶことができているわけですか。  

○田中委員長 大谷次長。 

○大谷健康福祉部次長 事業所の選定に当たりましては、入札審査会等を経まして、

入札の手続の中で主にプロポーザル方式で行っております。その審査の中で、得点

の高かったところに選定をしております。 

  ただ言われるように、こちらの思うところが十分反映できているのかというとこ

ろは、本当にこの計画の期間ですね、１年半の期間、業者とのたび重なる協議の中

で、やはり計画で重要なのは、市民の皆様の意見をどれだけ計画に反映していくの

かとか、それから宍粟市の特性を捉えた事業展開が盛り込めているのかとか、当然、

経費削減のところもございます。 

  そういった中で、計画には配慮すべき点だと考えておりますので、それはやはり

当然、コンサルの方から提案もございますけれども、それをいかに宍粟オリジナル

に変えていくというところが、当然、時間もかかりますし、職員のスキルも求めら
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れているところだと思いますが、やはりコンサルと職員の共同作業というもので計

画というのをつくり上げていくのが一番効率的かなというふうに考えております。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 わかりました。費用対効果のところもしっかり考えてやっていただきた

いと思います。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 それでは、次、委員会資料の36ページ、国民健康保険特別会計の関係な

んですけれども、お聞きしたいのは、特定健診の受診率、いわゆる今、国保の関係

で、保険者努力支援制度というのがあって、その中の評価指標となっておると思い

ます。 

  今の国保の実施計画期間の中で受診率が60％という目標が達成するかせんかで、

大分国保の加点が変わってくるということなんですけれども、この60％というのは、

非常に高い目標値だと思うんですけれども、目指していくのか、いやいやこれはち

ょっと難しいのか、その辺も含めて、当然、特定健診を受診していただくというの

が、非常に我々の議会も含めて大きな役割だと思うんですけれども、いかに努力を

していくのか、その辺もお聞かせをいただきたいなと思うんです。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 特定健診の受診率ですが、少しずつですが上昇はしておりまし

て、県下では比較的上位のほうではあるんですが、目標の60％にはなかなか到達し

ないというのが現状です。 

  兵庫県内でも、60％の目標を達成しているところは、ほぼない現状ではあります。

ただ、今の現状に満足していいのかどうかというところもあるんですけれども、特

定健診の受診率を出すに当たってなんですけれども、分母となる部分につきまして

は、国保に加入されている40歳以上の方が全員ということになりますので、治療中

の方も対象ということになりまして、治療中の方も受診をしていただく必要がある

ということになります。 

  今現在、特定健診の実施につきましては、宍粟市におきましては、集団健診のみ

ということで実施をしております。 

  集団健診だからこそ受診率が高いというのも一つはあるかとは思うんですけれど

も、ここ数年、少しずつ伸びてはきているとは言いつつも、ほぼ横ばいな状態であ

るのには違いがございませんので、国保の担当とも相談を今しているところではあ
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るんですけれども、今後、受診率を伸ばしていくためには、集団健診のみではなく、

医療機関での個別健診というところにもやはり取り組んでいかなければならないの

ではないかというふうに担当としては考えております。 

  ただ、いろいろと医療機関との調整等も必要となってきますので、少しずつ進め

ていけたらなというふうには思っております。 

  そうしましたら、治療中の方も受けていただきやすくなりますし、集団健診です

と、日程が、一応市内全域で27日間実施をしているんですけれども、なかなかその

日程にうまく合わない方もいらっしゃるかと思いますので、そういう方の拾い上げ

といいますか、受けていただくということも可能になってくると思いますので、今

後、個別健診のほうも取り組みについて前向きに考えていきたいというふうに思っ

ております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。いろんな、特に医療機関、各それぞれの先生方の理解と

協力が必要だと思いますので、やはり市民の健康を守るという観点から、受診率の

さらなるアップに努めていただきたいなと思います。 

  以上で終わります。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 成果説明書63ページ下段のがん検診、今、浅田委員の質問と同列になる

ものだと思うんですけれども、がんの検診率、国の目標とする50％、それに対して

まだまだ達していない状況なんですけれども、それをどのように捉えておるか、今

お答えがあったと思うんですけれども、特定健診につきましても同様なところだと

思うんです。 

  それで、先ほどありましたように、国保の担当者といろんな協議も重ねておると

いうことなんで、できれば先ほどおっしゃっておりました、要は、今現状、お医者

さんにかかっておる方、基本は、よくそういうことを聞くんですけれども、特定健

診にも、今、病院に行きよんのに健診に行く必要ないだろうという考えの方が結構

多いんですね。 

  そういう意味では、やはりその辺のところを的確に捉えていくということが、こ

の検診の受診率のアップにつながる。これは、当然、そこが一番ネックになる部分

じゃないかなと思うので、その辺のところ、本当に進めようとしておられることに

ついて、もうきっちり進めるんだという方向で検討していっていただいてやってい

ただくことが一番じゃないかなと思うんです。 
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  それと、女性の乳がんであるとかの検診率、これも前にも言ったことがあるんで

すけれども、いろんな意味で受診のサポートができる券を配付したりされておるん

ですけれども、それでもなかなか進んでいかないという側面をどこかで捉えられた

ことがあるんでしょうか。なぜ受診しないのかという部分についてのアンケートな

り、そういう検証をされたことはございますか。 

  よく聞くんですけれども、検診を受けるのが恥ずかしいとか痛いとかということ

をよく聞くんですけれども、今、医療器具もかなり発展してきて、そういう部分が

少なくなっているとも聞くので、その辺のところのＰＲが足りないとかという部分

もあるのか、どうなのか、その辺についての検証がされておるのかということにつ

いてお聞きしたいと思うんですけれども。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 乳がん検診ですけれども、国の指針が40歳以上でマンモグラフ

ィーの検査ということで今の現時点では決まっている点がございまして、集団検診

と、乳がん検診につきましては、個別検診も実施をしております。 

  ただし、乳がん検診につきましては、マンモグラフィーという特殊な機械が設置

されている医療機関でないとなかなか難しいということと、あとやはり乳腺の専門

的に診ていただけるドクターがいらっしゃるところでないと、なかなか実施が難し

いというところもございまして、それとあとマンモグラフィーがレントゲン、放射

線の検査となりますので、特にドクターに診ていただかないといけないということ

ではないんですけれども、医者がその場にいないと検診をできないというふうに決

まっておりまして、なかなか集団検診の場にドクターを立ち合っていただくという

のが難しいという現状もございまして、なかなかたくさんの日数を実施するという

ことが難しい現状もありますし、市内では宍粟総合病院１カ所しか乳がん検診を実

施していただけるところはないという現状もございます。 

  ただ、乳がんにつきましては、姫路市内の医療機関でも受けていただけるという

ことで説明はさせてはいただいているんですけれども、やはり距離的な問題もあり

ますし、それと女性の方の乳腺のタイプにもよるんですけれども、マンモグラフィ

ーだけではなかなか経過を診ていったりとかするのが難しく、個別にマンモグラフ

ィーとほかの検査を専門の医療機関でもう受けておられるという方もいらっしゃる

というのは、検診の申し込みをとるときに、どこかで受けておられるかというよう

な意向的な調査も一緒にさせてはいただいているんですけれども、そういうふうに

お答えされる方もたくさんございます。 
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  国のほうでも、今後、乳がん検診をマンモグラフィーだけでいいのか、いやいや

エコーとか、そういうあたりも取り組んでいったらいいのではないかと、いろいろ

と議論をしていただいている段階ですので、また国のほうがそういう指針的なもの

で、エコーもというようなことを打ち出してくるのであれば、またそれに対応をし

ていただけるような検査体制といいますか、こちらも整えていくような形で、より

多くの方が受けていただけるような体制は整えていきたいなというふうには思って

おりますが、なかなか最初のきっかけみたいなところが、一度受け出すと、続けて

やはり受けていかないと落ちつかないというような形になられる方も多いですし、

こちらも勧奨としては、以前受けていただいているので、そろそろもう受けていた

だく時期ですよというような形の御案内もしやすいんですけれども、最初の一歩と

いうあたりのところをクーポンという形で勧奨はしているんですけれども、そのあ

たりのところを、ちょっと誰かの声かけであったりとか、そういうところで受けて

みようかなと思われる方も多いかと思いますので、その辺の周知の仕方で、お友達

と一緒にいかがですかとかというような、何かその辺の受けていただくＰＲ的な部

分を考えて取り組んでいけたらなというふうに思います。 

○田中委員長 飯田委員。 

○飯田委員 今や、がん、２人に１人というような時代になっておる状況ですので、

できるだけ乳がんにかかわらず、いろんな意味で検診を気軽に受けるというのは言

い方が悪いかもしれないんですけれども、特定健診の中ででも受けられるという部

分についてのＰＲ、もっとがんの恐ろしさも知らせながら受診率が上がるような方

策をこれからも考えていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 今、縷々話をしていただいたんで、あれですけれども、がんは早期発見

で治る病気であるということを根本に、さらに検診率を上げるためには、どんな課

題があるかということなんですけれども、今、大体話をしていただいてはおるんで

すけれども、まだ話し足りなかったら教えてください。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 国のほうでも50％という線を出しておりますけれども、宍粟市

だけではなくて、どこもがなかなか50％に達しないというのが現状であるかと思い

ます。 

  受診率だけを見ますと、胃がん検診は少し低めなんですけれども、ほかの検診に

つきましては、兵庫県下では、宍粟市、大体５本の指に入るぐらいの受診率を保っ
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ております。 

  国のほうも、先ほど国保の特定健診の受診率のところでも対象者ということを申

し上げたんですけれども、対象者、例えば職場とかでも、乳がん検診とか子宮がん

検診、あと胃がん・肺がん・大腸がん、いろいろな検診を職場健診の中で実施をさ

れているところも多いかと思います。 

  対象者の中にも、そういう方がどうしても入った形での受診率ということになり

ますので、そういう職場で受けられた方、一応、調査等では記載をしていただくよ

うな形にはしているんですけれども、なかなか実態としてきっちりそのあたりのと

ころが、誰がいつどこできっちり受けておられるというようなところまでの把握が

できていないのが現状です。 

  国におきましても、受診率自体を、どの対象者で出すべきかというようなところ

は模索をされているようです。例えば、年齢を、今であれば、子宮がん検診は20歳

以上、上限なく上の年齢までで出しておりますし、ほかの検診も同じように40歳で

上限なく上の年齢の方までという形で受診率を出させていただいて、今の受診率と

なっております。 

  これを、例えばなんですけれども、65歳とかという形の年齢だけを取り出して受

診者数と受診率とで計算をさせていただきましたら、ほとんどのがん検診が、宍粟

市におきましては、５割、６割を超えているような状況ということにもなりますの

で、そのさらなる受診率のアップということになりましたら、対象者をどのように

正しく把握していくかというところにも係ってくるのではないかと思いますので、

国からのいろいろな指針等も参考にしながら、宍粟市の中で、ある程度受けていた

だかなければならない方がいろんなところできっちり受けておられるのであれば、

市の検診だけで判断するのではなく、全体として判断していけたらいいなというふ

うには思っております。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 そういう意味で、データのとり方の課題があるということですよね。 

  例えば、話は変わるんですけれども、私の個人的な話なんですけれども、特定健

診でちょっとバリウムを飲んで、ちょっと怪しいと言われて、病院へ行って、それ、

ピロリ菌で治療したんです。その人はもう対象に入らなくなるんですか。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 ピロリ菌除去された方につきましては、リスクはかなり下がる

ということなので、例えば検診を受けていただく頻度、毎年受けていただく必要が
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あったものが２年に１回とか３年に１回とかの受診の頻度でいいということとかに

なってくるかと思いますので、対象から外れるということはないんです。 

○田中委員長 西本委員。 

○西本委員 ピロリ菌の除去をしたら、もうあとはかからないと信じているのは、ち

ょっと間違いということですか。わかりました。ありがとうございました。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 それでは、次、国保診療所の特別会計の関係でお尋ねをいたします。委

員会資料の38ページ、知りたいのは、千種診療所で行われております通所リハビリ

についてです。 

  説明書の中には、平成29年当初、利用者が３名ということなんですけれども、

年々減ってきているという状況であろうかと思います。これについて、どう考えて、

今後どうしようとされているのか、その点についてお聞きをいたします。 

○田中委員長 樽本事務長。 

○樽本千種診療所事務長 千種診療所では、能力に応じて、できる限り自宅で自立し

た生活が送れるように、心身の機能の回復維持を目的として、尾崎病院からの理学

療法士１名の派遣を受け、通所リハビリテーション事業を行っております。 

  利用者の方は、理学療法士による運動や体操、マッサージで歩行等の基本動作機

能の維持回復が図られて、また参加することが楽しいとの意見もいただいており、

閉じこもり等の解消にも役立っています。 

  課題としましては、かつて理学療法士の確保や施設の安全面の問題から、新規の

受け入れを中断した時期があり、平成29年度より新規利用の受け入れを再開しまし

たが、この間に利用されていた利用者の方が死亡されたり、施設入所されたりしま

して、利用者が減りました。利用者の拡大が図れておりません。 

  しかしながら、介護サービス資源の少ない千種地域においては、通所リハビリサ

ービスは、要介護者・要支援者の生活の質を維持向上させるために必要であると考

えています。 

  平成30年度になりましては、５月から利用者が１名ふえ、今度、10月からも１名

ふえる予定で、徐々にではありますが、利用者がふえつつあります。 

  今後、ケアマネジャーの会や地域包括の会議などで、通所リハビリテーション事

業について紹介し、利用者の増加に努めたいと思っております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。リハビリについては、介護予防であったりとか、在宅生
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活に非常に必要な部分だと思います、どこでするかは別としてね。このリハビリに

ついては必要だと思いますので、今後、今ふえているという状況でありますので、

必要な方については必要なリハビリの実施でお願いをしたいなと思います。 

  わかりました。以上で終わります。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 そうしましたら、成果説明書の59ページ下段です。被保護者就労準備支

援事業・就労支援事業、こちらのほうなんですけれども、委託料が平成28年度から

見て倍に上がっています。それに対して、この事業成果のところを見させてもらっ

たんですけれども、余り成果が出ていないなという部分で、具体的にこれ、何か原

因があったのかなというのでお聞きしたいんですけれども。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 この事業費が倍増になっている件について、まずは御説

明をさせていただきます。 

  平成28年度につきましては、被保護者の就労準備支援事業を取り組み、実績支出

額として283万5,000円ございました。平成29年度は、平成29年中、７月より被保護

者の就労準備支援事業に加え、７月から就労支援事業にも取り組み、結果、事業費

としては、ほぼ倍額の596万円となっております。 

  その上で、実績でございますけれども、その両方の就労準備支援事業、就労支援

事業についての利用者は、一番下の下段に記載のとおりで、事業利用者は７名、求

職活動に至った人は３名、求職活動に至った人のうち就職した人は２名ということ

で、それは実績のとおりであり、平成28年度の利用者数に比べて金額的には倍増し

ておるけれども利用者が少ないというのは、その事業は実施受け入れ体制は整って

おりますけれども、対象となる生活困窮の事業対象者の方が、その間、いらっしゃ

らなかったということになります。 

  であれば、その事業はやめればいいということにはやはりならなく、宍粟市内に

お住まいの被保護者の方の就労準備支援を必要とされる方、またその就労準備支援

をさらに進んで、就労支援が必要とされる方々への受け入れ体制は、国庫補助事業

でやる指定を受けまして、事業を実施し、市内にお住まいの方々がそれぞれ希望す

る事業にサポートできるような体制をとっていきたいと思っております。 

  何分、事業費と連動した形での実績の人数となっておらないことは、以上とさせ

ていただきます。 

○田中委員長 津田委員。 
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○津田委員 済みません、これ、委託先というのは、委託はどこにされているんです

かね。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 受託先は、姫路市に本社があります株式会社マインズと

いう会社に受託をしております。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 実際、今後、ここをなかなかやめるという事業にはならないと思うんで

すけれども、実際投資して、その部分、もうちょっと成果も求めていかないといけ

ない部分があると思うんですけれども、今後、どういうふうに進められようと考え

られていますか。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 平成30年度中の取り組みなんですけれども、現在、ハタ

ラク支援センターとして北庁舎４階に開設しておりました事業、また無料職業紹介

事業につきましては、この平成30年度より本庁舎１階において、「宍粟わくわ～く

ステーション」という名前で新しく開設をさせていただいております。内容につい

ては、それぞれが合体したものが一つのところでしておるわけでございます。 

  一般の方々への周知、また利用者への敷居の低さ等も期待され、多くの方に、年

度途中でありますが、昨年度に比べ利用率は高くなっておると思います。 

  また、懸念をされておられます、相談をされる方へのよりプライバシーを保護し

た形については、北庁舎において引き続き受け入れ体制ができるように並行して進

めております。 

  現在のこの投資事業経費にかけておるわけですけれども、平成30年度も多くの方

に利用していただいて、就労の場に近づける、また実際就労していただいて、被保

護者から保護廃止となっていただいたらということで、事業を課一丸となって進め

ておるところです。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 本来の目的というのは、生活保護受給者の自立を促進していくための事

業だと思うんです。実際、これ、保護廃止になられた方がまた保護を受けるような

ことにならない、今の現状として、そういったのはないんでしょうかね。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 今回のケースとして挙がっておる２名の方については、
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引き続き働きになっておられますけれども、実態として、事情があって生活保護の

受給者となられ、働く意欲がある方が、この制度等を用いて、また働く場に復帰し

ていただいて、そのまま働きを続け、かつ保護廃止となることを目指しております

が、何らかの都合でまた保護受給となるおそれがある場合については、この制度の

中で就労者への面談であったり電話相談を行いながら、引き続きこの就職が続くよ

うな形としてこの事業も運営しておりますので、その点も事業を進める上で気にか

けているところでございます。 

  以上です。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 実績として、今まで宍粟市内で、実際、保護廃止になられた方で、また

保護を受けられるような形になったという例は何件かあるんでしょうかね。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 保護を受けられる方というのは、さまざまなケースがご

ざいますので、保護廃止になった後、また保護認定になられた方は、実際に過去年

度においてもいらっしゃいます。 

  今、ちょっとその数字は申し上げられませんけれども、就職活動にかかわらず、

御自分の体調もあり、また年齢により稼働年齢を超えたという中で、お勤めができ

なくなり、経済的に苦しくなって、生活保護の再認定といいますか、新たな認定と

なられた方はいらっしゃるということで資料の中で確認しております。 

○田中委員長 津田委員。 

○津田委員 本来のこの目的というのを、やっぱり保護から自立されていくというと

ころで、その後のアフターフォローの部分ですよね、そういったところ、先ほどさ

れているということだったんですけれども、定期的にそういう情報等もしっかり把

握していただいて、未然に何らかの形でとめられるような、こちらからサポートが

できるような体制というのも一度考えていただいて、この事業の趣旨というのをう

まく進めていっていただけたらなと思いますので、その辺、今後の体制も含めてど

ういうふうにやられるかだけ。 

○田中委員長 橋本課長。 

○橋本次長兼社会福祉課長 この受託をしております会社との、当然、庁舎内にあり

ますので、連絡もとり、また相談者への働きかけ等についても、受託事業の一環で

ありますので、その業務が適正に執行されているかということも監督しながら受託

者には事業を進めていただき、またこの発注元としては、この事業を広く知ってい
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ただき、制度等も有効に活用していただくように、市民の方にも、その相談等に当

たったときには、事業説明も丁寧に行い、窓口等に御案内したいと思います。 

  以上です。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 私の最後の質問です。委員会資料の58ページ、訪問看護事業の特別会計

の関係です。いわゆる訪問看護事業については、今までも地域包括ケアシステムを

進める上での在宅生活を支えるということで、非常に重要な柱になってこようかと

思います。 

  この平成29年度で拡充してから２カ年が経過しておりますけれども、非常に利用

者がふえております。当然、利用者がふえるということは、やはりそれだけのスタ

ッフがいなければ対応ができないということなんですけれども、お聞きしたいのは、

この平成29年度までで、多分、筒いっぱいだった職員数、看護師さんに対して、利

用者は最大限だったんじゃないかなというふうに思うんですね。 

  今後、この訪問看護の要望もふえてこようかと思いますので、要は言いたいのは、

要望があるけれども対応ができないというふうなことにはならないのかどうか、そ

れを解決するには、スタッフを確保、看護師を確保していくということが、これが

必要不可欠なことになるんですけれども、その点、この平成29年度の状況を見て、

それから将来予測も含めて、どう評価されておるのか、検証されておるのか、その

点についてお伺いをしたいなと思います。 

○田中委員長 平尾課長。 

○平尾保健福祉課長 平成28年度から訪問看護ステーションにつきましては、市内全

域にエリアを広めて、再出発というような形で実施をさせていただいております。 

  おっしゃっていただいたように、年々需要といいますか、要望もふえておりまし

て、決算のところにも載せさせていただいておりますけれども、繰入金のほうも前

年度よりも少なくて済んでいるような状況で、経営的には、比較的順調にいってい

るのではないかというふうに思っております。 

  御心配していただいておりますように、なかなか専門職である看護職の確保とい

うところは難しいところはあるんですけれども、今年度につきましては、新規職員

としまして１名増員という形でしていただいたような状況で、何とか依頼の要望に

応えていけているような状況ではあるんですけれども、なかなか今、筒いっぱいな

状況というのは変わりはございません。 

  ただ、宍粟市南部につきましては、民間の訪問看護ステーションも何カ所かござ
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いますし、市外でも、宍粟市内の南部をエリアとしていただいている訪問看護ステ

ーションもございますので、民間で依頼できるところは民間のほうに任せていくと

いうようなスタンスで、北部でなかなか民間の事業所が参入するのが難しい部分に

つきまして、重点的に対応をしていくような形で充実を図っております。 

  また、訪問看護ステーションのスタッフもいろいろと研修を積んでいただきまし

て、精神疾患のお宅にも訪問に行っていただける資格なども取っていただくように

進めておりますので、なかなか民間で賄い切れない部分を行政の訪問看護ステーシ

ョンのほうで賄っていくような形でさび分けができていけばいいかなというふうに

思っております。 

○田中委員長 浅田委員。 

○浅田委員 わかりました。精神障がい者の方へも対応ということで、だんだんだん

だん拡充になってこようかと思いますので、これからも高齢者の方の対応もふえて

こようかと思います。いかに市民の要望に応えていくというのが役割だと思います

ので、非常にスタッフ、専門職の確保というのは、どこでも厳しい状況ではあるん

ですけれども、最大限の努力をお願いをしていきたいなと思います。 

  以上で終わります。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 そしたら、最後になりますけれども、成果説明書の62ページの下のほう

です。健康増進計画及び食育推進計画策定業務というところについてなんですけれ

ども、時間も来ておりますので、要点だけお聞きしたいと思うんですが、本年度、

平成30年度で前の計画が終了するからということで、平成29年度から新しい計画を

つくられているということで、今、平成29年度からつくられて、ほぼ１年半ぐらい

たつと思うんですけれども、今までの、今、現行計画と、特にここを改善しようと

いうようなあたりを、ちょっとどういうふうな計画策定において、新たにこういう

ことを取り組もうとか、ここを改善しようというふうに取り組まれている、計画し

ようとされている部分について、説明をお願いしたいんですけれども。 

○田中委員長 暫時休憩。 

     午後 ３時５８分休憩 

                                       

     午後 ３時５８分再開 

○田中委員長 休憩を解き、委員会を再開いたします。 

  平尾課長。 
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○平尾保健福祉課長 質問の内容にうまく合っている答えになるかどうかあれなんで

すけれども、現在の計画では、健康寿命の延伸のためにいろいろな取り組みを、食

育も含めて実施をしております。それを、状況等も踏まえながら新たな計画の策定

に取り組んでいるところなんですけれども、今の計画にも全くなかったのかと言わ

れたら、それも含めてのところではあるんですけれども、特に今後、この健康増進、

それから食育の計画を推進していくためにということで盛り込んでいかなければな

らないという点につきましては、いろいろと計画を推進していくことにつきまして、

保健福祉課だけで取り組んでも、それを全市、全住民の方にというところにはなか

なか難しいというところが実感でございます。いろいろな教室をしたとしても、そ

こに参加される方というのは、市民のごく一部の方という形になってきます。 

  今、計画を策定中なんですけれども、その策定の中には、庁内のいろいろな関係

機関とも庁内プロジェクトということで、いろいろと一緒になって協議を進めなが

ら計画策定にもかかわっていただいているような状況になっております。 

  このように、やっぱり関係機関、庁内、市役所内も含めてなんですけれども、そ

れ以外のいろいろな地域の関係機関、それから住民の方で関心がある方で、次々と

広めて推進を手伝っていくよというような方、そういう方とかをふやしていきなが

ら多方面からの取り組みということが、やはりこの健康づくり全般に関しては必要

なことだということを痛感しておりますので、そういう行政だけの取り組みを中心

に記載するのではなく、地域であったり、住民の方であったりも取り組んでいただ

けるような、取り組んでいこうというような気持ちになっていただくような計画に

していきたいという思いで、そういう内容が盛り込める計画ということを目指して、

今、計画を推進しているところでございます。 

○田中委員長 今井委員。 

○今井委員 まさに、そのあたりのところをちょっとお聞きしたかったんですけれど

も、特に私が思うのは、やっぱり食育という部分の中で、安全な食が健康に直結し

ていくと思うんですね。そういうふうに考えていけば、安全な食をつくっていくの

は、やっぱり地産地消である地元の農作物を大事にしていくというような、そのあ

たりの連携ですね、そこがすごく大事になってくると思うので、この計画をつくっ

ていく中でも、そういう意味においては、例えばこの産業部の農業振興課であると

か、そのあたりとの連携した取り組みを考えていくとか、その辺のところを特に力

を入れていただければなというふうに思うんですけれども、どうでしょう。 

○田中委員長 世良部長。 
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○世良健康福祉部長 この健康増進計画と食育推進計画につきましては、ただいま策

定を進めておるところでございます。 

  この件につきましては、所管の委員会のほうでも随時御説明をさせていただいて

おるところでございますが、今後、また12月には議会のほうにもお示しをした上で、

市民意見も聴取する予定としております。所管の委員会のほうで、また詳細は御説

明をさせていただきたいと思いますので、御了解をお願いいたします。 

○田中委員長 終了予定時間の午後４時になりましたが、時間を延長して審査をいた

します。 

  今井委員。 

○今井委員 そしたら、委員会のほうでまた検討させていただきたいと思います。 

  今言ったところ、特に力を入れて、また計画を策定するほうによろしくお願いい

たします。 

○田中委員長 世良部長。 

○世良健康福祉部長 ただいまお聞かせいただきました御意見も含めまして、またこ

ちらから委員会のほうでお示しした中で御意見を伺いながら、幅広い皆さんの御意

見、また非常に大事な計画であるということは担当のほうも十分承知をしておりま

す。ちょっと冒頭途中、委員のほうから、この計画策定についてのプロセスについ

ても御意見をいただいておりますが、それらも踏まえた上で実効性のある計画にし

たいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○田中委員長 これで、質疑は終了しました。 

  健康福祉部に対する審査を終了いたします。 

  副委員長、挨拶。 

○浅田副委員長 これで、委員会第３日目の日程を終了いたします。 

  第４日目は、明日９月21日午前９時より再開をいたします。 

  本日は、これにて散会をいたします。 

  御苦さんでした。 

     （午後 ４時０４分 散会） 


